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(57)【要約】
　医療用物品を固定するためのブラケットとフラップと
を備えている医療用物品固定システム。ブラケットは、
基部と、基部に連結され、基部の第１主面と概ね平行に
延在するアームとを含むことができる。アームは、基部
の第１主面から或る距離だけ離間配置されることにより
、アームの下に、医療用物品の少なくとも一部分を受容
するように寸法決めされたチャネルを画定することがで
きる。フラップは、固定端と自由端とを含むことができ
、この自由端は、フラップがブラケットの上に配置され
ない第１の位置と、フラップの少なくとも一部分がブラ
ケットの上に配置されて、医療用物品の移動を更に抑制
する第２の位置との間で、ブラケットに対して移動可能
である。フラップの固定端は、ブラケットに連結されて
いることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用物品を固定するための医療用物品固定システムであって、
　前記医療用物品の少なくとも一部分を保持するように構成されているブラケットであっ
て、
　縦軸及び第１主面を有する基部と、
　前記基部に連結され、前記基部の第１主面と概ね平行に延在するアームであって、前記
医療用物品の少なくとも一部分を受容するように寸法決めされたチャンネルを前記アーム
の下に画定するために前記基部の第１主面から離間して配置されており、前記アームが片
持ち状になるように固定端及び自由端を含んでおり、かつ前記医療用物品が前記ブラケッ
トに連結されているとき少なくとも前記基部の第１主面に概ね垂直な方向における前記医
療用物品の移動を抑制するように構成されているアームと、を備えているブラケットと、
　フラップと、を備えており、
　前記フラップは、
　固定端と、
　前記フラップが前記ブラケットの上に配置されない第１の位置と、前記フラップの少な
くとも一部分が前記ブラケットの上に配置されることによって前記ブラケットに対する前
記医療用物品の移動を更に抑制する第２の位置と、の間で前記ブラケットに対して移動可
能な自由端と、を含んでおり、前記フラップの固定端は、前記ブラケットに連結されてい
る、システム。
【請求項２】
　前記アームは、前記基部に対して固定されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記アームは、前記基部と一体的に形成されている、請求項１又は２に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記ブラケットは、前記フラップに対して剛性を有し、前記フラップは、前記ブラケッ
トに対して可撓性を有する、請求項１～３のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記フラップは、少なくとも前記フラップの自由端が前記第２の位置にあるときに前記
基部の縦軸に対してゼロ以外かつ非直角の角度に方向付けられる、請求項１～４のうちの
いずれかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記アームは、前記基部の縦軸と概ね平行に延在する、請求項１～５のうちのいずれか
に記載のシステム。
【請求項７】
　前記アームは、前記基部の縦軸に対して概ね横方向に延在する、請求項１～５のうちの
いずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記フラップは、前記ブラケットの基部の縦軸に対して実質的に横方向に方向付けられ
る、請求項１～７のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記フラップは、少なくとも前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記
基部の縦軸に対して概ね垂直に方向付けられる、請求項１～８のうちのいずれかに記載の
システム。
【請求項１０】
　前記アーム及び前記フラップは、前記基部に概ね垂直な方向における前記医療用物品の
移動を一緒に抑制する、請求項１～９のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項１１】
　前記アームは、固定端と自由端とを有しており、前記アームは、固定端を前記基部の第
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１の側面に固定端を有しており、前記フラップは、前記アームと前記フラップが互いに対
向するように、前記第１の側面の反対側の第２の側面に固定端を有している、請求項１～
１０のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ブラケットは、前記基部に連結されるとともに前記基部から上方へ前記基部の第１
主面に対して概ね垂直な方向に延在するポストを更に備えており、前記ポストは、前記医
療用物品が前記医療用物品固定システムに連結されているときに前記医療用物品の少なく
とも縦方向の移動を抑制するように配置されている、請求項１～１１のうちのいずれかに
記載のシステム。
【請求項１３】
　前記フラップは、前記フラップが前記第２の位置に在るときに前記フラップが前記ポス
トと前記アームとの間に配置されるように構成されている、請求項１２に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記フラップは、前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記ブラケット
と重畳する関係で配置される、請求項１～１３のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　第１の面と、前記第１の面の反対側の第２の面と、を有する基部被覆材を更に備えてお
り、前記第２の面は、皮膚接触用接着剤を備えており、前記ブラケット及び前記フラップ
は、前記基部被覆材の前記第１の面に連結されており、前記フラップの固定端は、前記基
部被覆材と前記ブラケットとの間に連結されている、請求項１～１４のうちのいずれかに
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、医療用物品を患者の身体に固定するための、特に、様々なカテーテ
ルシステム、チューブ、又は他の細長いデバイスを患者の身体に固定するためのブラケッ
トとフラップとを備えている医療用物品固定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な医療において、流体、及び液体薬物を直接患者の血管に導入することが必要であ
り得る。単一の静脈内（ＩＶ）ラインは、短期の一般使用に対して許容可能であり得る。
ＩＶラインは、一般に患者の腕の上に置かれて、テープで固定される。より長い期間及び
より特定のニーズに対しては、カテーテル又は他の装置が使用される。
【０００３】
　カテーテルの先端は、患者の心臓の近くのより大きい静脈の中に、又は右心房の中に設
置されることができる。カテーテルが大きい首又は胸部の静脈を通して挿入される場合、
それは、通常、中央静脈カテーテル（ＣＶＣ）と呼ばれる。腕又は他の四肢の静脈を通し
て心臓に挿入される静脈カテーテルは、末梢挿入中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）と呼ば
れる。ＣＶＣ及びＰＩＣＣは、一般に手術を伴わずに、患者の身体の皮膚の切開を通して
血管の中に挿入されることができる。ＣＶＣ及びＰＩＣＣは、数週、数か月などのより長
い期間にわたって、薬物又は液体を在宅患者に提供するために用いられることができる。
ＣＶＣ及びＰＩＣＣは、また、採血に使用されてもよい。
【０００４】
　ＣＶＣ及びＰＩＣＣ並びに類似のカテーテルは、数週又は数か月の間、患者の中の適所
に留まることがあり得るので、カテーテルの移動を最小にすることが重要である。カテー
テルが適所に固定されない場合、カテーテルは、例えば、使用中又は創傷被覆材取替え中
に、意図された場所から不注意に移されたり、前後に移動させられることがあり得る。従
って、カテーテルを通して供給される薬物は、血管内の誤った場所に放出される場合があ
り、挿入部位又は血管が炎症を起こすことがあり得、出血の可能性が増加させられること
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があり得、挿入部位は汚染、又は感染することがあり得る。過度に移動すると、カテーテ
ルは、不注意に患者から取り外されることさえあり、医薬の供給を中断させ、再挿入を必
要とし、しばしば入院を伴うこともある。
【０００５】
　カテーテル又は他の医療用ラインを治療期間中、適切に配置し続けるために、カテーテ
ルは様々な方法で患者に固定されてもよい。カテーテルを固定する１つの一般的な方法は
、カテーテル又は医療用ラインを患者の皮膚にテーピングすることによる方法である。し
かしながら、テーピングは、時間を浪費し、労働集約的であり得る。テープは、また、バ
クテリア又は他の汚染物質を集める場合があり、しばしば取り外され、取り替えられなけ
ればならない。更に、テーピングは、必ずしもカテーテルを適所に固定することに効果的
であるわけではなく、テープの取外しは、カテーテルの望まれない移動を引き起こすこと
がある。また、縫合糸がカテーテルを患者に取り付けるために用いられてきた。縫合糸を
用いて、カテーテルは皮膚の上に縫合される。縫合糸は、しかし、感染源でもあり得、痛
みと炎症を引き起こすことがあり得、切開部位の周囲を清潔にすることをより困難にする
場合がある。縫合は、また、時間と技術とを必要とし、瘢痕化を引き起こす場合がある。
【０００６】
　様々な他のカテーテル固定装置が、テープ及び縫合の使用に関連した遅延の一部を回避
するために開発されてきた。一部の既存のカテーテル固定装置は、一般に、特定型式のカ
テーテル用に設計されている。それにより、多くの固定装置は、例えば、病院及び臨床セ
ッティングにおける種々の型式のカテーテルを収容することが必要とされることがある。
そのため、固定装置についての供給、棚卸、貯蔵、及び選択のコスト及び複雑さを増大さ
せる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本開示は、一般に医療用物品固定システム及び方法、特に、多種多様な形状及びサイズ
のカテーテルシステム又は他の医療用物品、特に、細長い医療用物品に対応して確実に固
定することに適している汎用医療用物品固定システム及び方法を指向している。また、本
開示の医療用物品固定システム及び方法は、一般に頑健で、使いやすく、医療用物品をシ
ステムに連結又は分離することを容易にするように設計されている一方、医療用物品、例
えば、カテーテルシステムを所望の処置期間の間、確実に保持するための手段を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の１つの態様は、医療用物品を固定するための医療用物品固定システムを提供す
る。システムは、医療用物品の少なくとも一部分を保持するように構成されているブラケ
ットを含むことができる。ブラケットは、縦軸及び第１主面を有する基部と、基部に連結
され、基部の第１主面と概ね平行に延在するアームとを含むことができる。アームは、基
部の第１主面から或る距離だけ離間配置されることにより、アームの下にチャネルを画定
することができる。チャネルは、医療用物品の少なくとも一部分を受容するように寸法決
めすることができる。アームは、固定端及び自由端を含むことにより、アームを片持ち状
にすることができる。アームは、医療用物品がブラケットに連結されているときに少なく
とも基部の第１主面に概ね垂直な方向における医療用物品の移動を抑制するように構成さ
れることができる。システムは、固定端と、自由端とを含むことができるフラップを更に
含むことができ、この自由端は、フラップがブラケットの上に配置されない第１の位置と
、フラップの少なくとも一部分がブラケットの上に配置されて、ブラケットに対する医療
用物品の移動を更に抑制する第２の位置との間で、ブラケットに対して移動可能である。
フラップの固定端は、ブラケットに連結されていることができる。
【０００９】
　本開示のその他の特徴及び態様は、発明を実施する形態及び添付図面を熟考することに
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よって、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の１つの実施形態に従う医療用物品固定システムの正面斜視図であり、医
療用物品が医療用物品固定システムに連結され、医療用物品固定システムが患者に連結さ
れ、医療用物品固定システムは、ブラケット、フラップ、インディシア、及び基部被覆材
を備えていることを示している。
【図２】図１の医療用物品固定システムの正面斜視図であり、患者に連結する前の、医療
用物品がない状態が示されている。
【図３】図１及び２の医療用物品固定システムの後方斜視図である。
【図４】図１～３の医療用物品固定システムの平面図である。
【図５】図１～４の医療用物品固定システムのブラケットの側面図である。
【図６】図１～５の医療用物品固定システムのブラケットの正面図である。
【図７】本開示の別の実施形態に従うブラケットの正面斜視図である。
【図８】図７のブラケットの後方斜視図である。
【図９】図７及び８のブラケットの平面図である。
【図１０】本開示の別の実施形態に従うブラケットの正面斜視図である。
【図１１】図１０のブラケットの後方斜視図である。
【図１２】図１０及び１１のブラケットの平面図である。
【図１３】本開示の別の実施形態に従うブラケットの正面斜視図であり、ブラケットに連
結されている医療用物品とともに示されている。
【図１４】図１３のブラケットの後方斜視図である。
【図１５】図１３及び１４のブラケットの平面図である。
【図１６】本開示の別の実施形態に従うブラケットの正面斜視図であり、ブラケットに連
結されている医療用物品とともに示されている。
【図１７】図１６のブラケットの後方斜視図である。
【図１８】図１６及び１７のブラケットの平面図である。
【図１９】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの正面斜視図である。
【図２０】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの正面斜視図である。
【図２１】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの正面斜視図である。
【図２２】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの正面斜視図である。
【図２３】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの平面図である。
【図２４】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの平面図である。
【図２５】本開示の別の実施形態に従う医療用物品固定システムの平面図である。
【図２６Ａ】第１の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２６Ｂ】第１の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２６Ｃ】第１の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２７Ａ】第２の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２７Ｂ】第２の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２７Ｃ】第２の型式の医療用物品を図１～６の医療用物品固定システムに連結する方
法を示している。
【図２８Ａ】第３の型式の医療用物品を図１～６の前記医療用物品固定システムに連結す
る方法を示している。
【図２８Ｂ】第３の型式の医療用物品を図１～６の前記医療用物品固定システムに連結す
る方法を示している。
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【図２８Ｃ】第３の型式の医療用物品を図１～６の前記医療用物品固定システムに連結す
る方法を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の何らかの実施形態が詳細に説明される前に、本発明はその用途で、以下の説明
に記載される又は以下の図面に示される構成の詳細及び構成要素の配置に限定されないこ
とを理解すべきである。本発明には他の実施形態が可能であり、本発明は様々な方法で実
施又は実行することが可能である。また、本明細書で使用する語法及び専門用語は、説明
を目的としたものであり、発明を限定するものとして見なされるべきでない点は理解され
るべきである。「含む（including）」、「備える（comprising）」、又は「有する（hav
ing）」、及びこれらの変化形は、その後に列記される要素及びそれらの均等物、並びに
更なる要素を包むものである。特に特定又は限定されないかぎり、「連結された」なる用
語及びその変形は広義で用いられるものであり、直接的及び間接的な連結の両方を包含す
るものである。その他の実施形態を利用することも可能であり、本開示の範囲から逸脱す
ることなく構造的又は論理的な変更を行うことが可能である点は理解されるべきである。
更に、「前方」、「後方」、「上」、「下」といった用語は、各要素の互いに対する関係
を説明するためにのみ用いられるものであり、装置の特定の向きを説明すること、装置に
必要とされる若しくは求められる向きを指示又は示唆すること、又は本明細書に記載され
る発明が、使用時にどのように使用、装着、表示、又は配置されるかを特定することを目
的とするものでは決してない。
【００１２】
　本開示は、一般に、カテーテルシステムのような医療用物品を患者の身体の望ましい場
所に、安全かつ確実に固定するための医療用物品固定システム及び方法に関する。医療用
物品固定システムは、多種多様な医療用物品又は多等級の医療用物品（例えば、ＰＩＣＣ
）を収容して確実に固定するように汎用であり、特に、数週又は数か月のような長期間に
わたって患者に固定される必要がある医療用物品を固定することに有用であり得る。
【００１３】
　本開示の医療用物品固定システムによって使用されることができる医療用物品の例は、
次のものに限定されないが、コネクター取付け部品、カテーテルシステム（例えば、カテ
ーテル、カテーテルハブ、カテーテルアダプターなどを含む）、流体供給ライン、他の類
似の物品、又はそれらの組合せを含む。カテーテルシステムの例は、次のものに限定され
ないが、静脈内（ＩＶ）カテーテル、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）、末梢挿入中心静脈
カテーテル（ＰＩＣＣ）、動脈カテーテル、及び透析カテーテルを含むことができる。
【００１４】
　「縦方向の」及び「軸方向の」という用語は、医療用物品が延在する方向に概ね平行で
あり、例えば、カテーテルラインに沿った流体流の全体的な方向に概ね平行である方向又
は軸を指すために用いられる。
【００１５】
　「横方向の」という用語は、縦方向の軸又は方向に垂直である方向又は軸を指すために
用いられ、医療用物品の左右の運動を表すために用いられる。
【００１６】
　「垂直方向の」及び「法線方向の」という用語は、医療用物品固定システムが患者の皮
膚に連結されているときに、患者の皮膚の表面に対するのと同様に、縦方向および横方向
の方向及び軸の両方についての垂直な方向又は軸を指すために用いられ、皮膚表面に向か
う及び皮膚表面から離れる運動の方向を表すために使用される。
【００１７】
　「近位の」及び「遠位の」という用語は、医療用物品を操作又は保持する医療実践者に
対する軸方向表すために用いられる。すなわち、「遠位の」という用語は、医療実践者か
ら離れる（並びに患者の身体の挿入部及び患者の身体の内部に向かう）方向を指すために
用いられ、「近位の」という用語は、医療実践者に向かう（及び患者の身体の外側に向か
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う、挿入部位から離れる）方向を指すために用いられる。例えば、カテーテルの遠位端は
患者の中に挿入され、一方、近位端は患者の外部に医療実践者に向かって延在している。
医療用物品固定システムの遠位端とは、それが連結される医療用物品の遠位端の方に向く
ように構成されたシステムの端部を指し、医療用物品固定システムの近位端は、医療用物
品の近位端の方に向くように構成されたシステムの端部を指す。それにより、カテーテル
システムの場合、医療用物品固定システムの遠位端は、患者の身体の挿入部位の方に向け
られ、医療用物品固定システムの近位端は、患者の身体の挿入部位から離れる方向に向け
られる。
【００１８】
　図１～６は、本開示の一実施形態に従う医療用物品固定システム１００を示している。
図１は、患者の皮膚５０、特に、患者の腕に連結されたシステム１００を示している。図
１は、また、システム１００に連結された例示的な医療用物品６０を示している。単に例
として、医療用物品６０が、３つの入力カテーテル（又はチューブ又はライン）６２、カ
テーテルハブ６４、及び１つの出力カテーテル（又はチューブ又はライン）６６を有する
カテーテルシステムとして示されている。図２は、システム１００を患者に連結する前の
システム１００を示している。
【００１９】
　示されているように、医療用物品６０は、縦方向Ｄに沿って延在し、これを画定する縦
軸Ａを有することができる。医療用物品６０は、遠位側に延在して（図１に表されている
ものを越えて、例えば、患者の身体の内部へと延在し得る）第１の縦方向の遠位の端部又
は部分６８を含むことができ、近位側に延在して（更に近位側に延在して図１に表されて
いるもの以外の付加的な要素を含み得る）第２の縦方向の近位の端部又は部分７０を含む
ことができる。
【００２０】
　単に例として、医療用物品６０の遠位部分６８は、挿入部位６５において患者の腕の末
梢静脈に侵入しているように示されており、近位部分７０は、各コネクターで終端する３
つの入力カテーテル６２を含むように示されており、入力カテーテルは、それぞれ、患者
に様々な栄養又は薬物を供給するために、流体供給ラインなどに接続されることができる
。
【００２１】
　図１～４に示されているように、システム１００は、ブラケット（又は「保持ブラケッ
ト」若しくは「保持具」）１０２、基部被覆材１０４、フラップ１０６、及びインディシ
ア１０８を含むことができる。ブラケット１０２及びシステム１００の他の構成要素は、
基部被覆材１０４に連結されることができ、基部被覆材１０４は、皮膚５０に付着させら
れることができる。フラップ１０６は、以下で更に詳しく述べられるが、付加的にブラケ
ット要素に使用されることができることにより、医療用物品６０をシステム１００及び患
者の皮膚５０にさらに固定する。インディシア１０８は、以下で更に詳しく述べられるが
、医療用物品６０をシステム１００に連結するための視覚的手掛かりを提供するために、
医療用物品６０の全体的な形状、外観及び／又は構成を概ね模倣するように構成されるこ
とができる。インディシア１０８は、ブラケット１０２に連結されるか、又はブラケット
１０２によって（例えば、一緒に一体的に形成されて）提供されることができる。
【００２２】
　ブラケット１０２は、基部（又は「台」）１１０を含むことができる。基部１１０（又
はブラケット１０２若しくはシステム１００）は、医療用物品６０がブラケット１０２に
連結されているときに、医療用物品６０の縦軸Ａに沿った又は平行な向きに向けられた縦
軸Ａ’を含むことができる。すなわち、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されて
いるときに医療用物品６０の縦軸Ａは、基部１１０の縦軸Ａ’と概ね整列（まさに重畳す
るか、ちょうど平行であることを含む）していることができる。基部１１０（又は、ブラ
ケット１０２）の縦軸Ａ’は、また、縦方向Ｄに沿って延在し、又は縦方向Ｄを画定する
。
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【００２３】
　基部１１０は、患者の皮膚５０から離れる方を向き、医療用物品６０の少なくとも一部
分を受容するように構成されている第１主面１１２（例えば、上面）を含むことができる
。基部１１０は、第１主面１１２の反対側に、患者の皮膚５０の方を向き、基部被覆材１
０４に連結される（例えば、付着される）ように構成されている第２主面１１４（例えば
、底面）を更に含むことができる。基部１１０（又はブラケット１０２）は、遠位端（又
は第１の縦方向端部）１１１、及び近位端（又は第２の縦方向端部）１１３を更に含むこ
とができ、それにより、例えば、遠位端１１１は、医療用物品６０を操作又は保持する医
療実践者から離れる方に配置されるように構成され、近位端１１３は、医療実践者に向か
う方に配置されることができる。カテーテルシステム６０の例において、示されているよ
うに、基部１１０の遠位端１１１は、挿入部位６５に向かう方に配置されることができ、
基部１１０の近位端１１３は、挿入部位６５から離れる方に配置されることができる。縦
軸Ａ’は、（例えば、医療用物品６０によって画定されるような）縦方向に、遠位端１１
１と近位端１１３との間に延在することができる。
【００２４】
　基部被覆材１０４は、患者の皮膚５０から離れる方を向くように構成されている第１の
面１１６と、第１の面１１６の反対側に、患者の皮膚５０に付着するための皮膚接触用接
着剤１１５（図２を参照）を備えている第２の面１１８とを含む。第２主面１１４は、基
部被覆材１０４の第１の面１１６に連結されるように構成されている。基部被覆材１０４
の単一の形状だけが示されているけれども、基部被覆材１０４は、システム１００の他の
要素、及びシステム１００に連結されるべき医療用物品６０の形状及び構成に従って、様
々な形状及びサイズをとることができることが理解されなければならない。一部の実施形
態において、基部被覆材１０４は、ファブリック、織布網、不織布網、ニット、ポリマー
膜、又はこれらの組合せのうちの１つ以上を備えているラミネート構造を備えている。
【００２５】
　皮膚接触用接着剤１１５は一般に、感圧性接着剤であり、特に、皮膚（例えば哺乳類の
皮膚）に対してしっかりとかつ剥離自在に付着又は接着できる感圧性接着剤である。皮膚
接触用接着剤１１５は、また、一般に安全かつ非毒性である。皮膚接触用接着剤層は、一
般に、基部被覆材１０４の所望の最終用途に従って選択される。一部の実施形態において
、基部被覆材１０４は、複数の皮膚接触用接着剤１１５を含むことができる。基部被覆材
１０４が複数の皮膚接触用接着剤層１１５を備えている場合、それぞれの皮膚接触用接着
剤層１１５は、使用される材料及び厚さについて互いに独立に選択されてもよい。適切な
接着剤の例は、アクリレート、シリコーン、ポリイソブチレン、合成ゴム、天然ゴム、共
重合体及びこれらの混合物を含む。アクリレート及びシリコーンは、好適な皮膚接触用接
着剤１１５であり得る。一般に、皮膚接触用接着剤１１５は、意図された寿命期間の間、
皮膚への刺激又は感作の発生をわずかに又はゼロにする必要がある。本開示のシステムに
よって利用されることができる皮膚接触用接着剤１１５の例は、次のものに限定されない
が、米国特許第ＲＥ２４，９０６号、同第３，３８９，８２７号、同第６，１０３，３６
９号、及び同第４，４９９，８９６号（これらの文献は参照することによって本明細書に
援用される）に記載されている接着剤を含む。更に、米国特許出願公開第２０１１／０２
１２３２５号（この文献は参照することによって本明細書に援用される）に記載されてい
るようなシリコーン接着剤も利用されることができる。
【００２６】
　一部の実施形態において、例えば、シリコーン接着剤を利用する実施形態において、基
部被覆材１０４及び皮膚接触用接着剤１１５は、基部被覆材１０４の第１の面１１６から
第２の面１１８及び皮膚接触用接着剤１１５まで完全に通過する開口を提供するために穿
孔されることができ、それは、基部被覆材１０４の通気性を向上させることができ、基部
被覆材１０４の下にある皮膚表面における水分形成を最小にすることができる。
【００２７】
　図２～４に示されているように、一部の実施形態において、システム１００は、使用の
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前に、剥離層又は表面を基部被覆材１０４の第２の面１１８の皮膚接触用接着剤１１５に
提供することができる一つ以上の剥離ライナー１０１を更に含むことができる。単に例と
して、図２に明確に示されているように、システム１００は２つの蝶形状の剥離ライナー
１０１を含み、それにより、基部被覆材１０４の一部分（例えば、横半分）は、一度で患
者の皮膚５０に適用されて、準備完了前に基部被覆材１０４になんら皺を寄せたり、折り
曲げたりすることなく、システム１００を所望の向きで皮膚５０に容易に付着させること
ができる。剥離ライナー１０１は、対称形であるように示されているが、基部被覆材１０
４の形状及び構成によっては、そうである必要はない。
【００２８】
　本開示のシステムと共に使用することに適したライナーの例は、次のものに限定されな
いが、クラフト紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルまたはそれらの組合せ
である。そのようなライナーは、フルオロケミカル、シリコーン又は他の好適な低表面エ
ネルギー材料のようなはく離剤で被覆されることができる。当業者に既知である他の接着
剤と剥離ライナー１０１との組合せが、本開示のシステムにおいて利用されることができ
る。
【００２９】
　ブラケット１０２（例えば、基部１１０の第２主面１１４）は、次のものに限定されな
いが、接着剤、粘着剤、磁石、溶接（例えば、音波［例えば、超音波］溶接）、任意の熱
結合又は熱融着技術（例えば、連結されるべき構成要素の一方または両方に熱及び／又は
圧力が印加される）、他の好適な連結手段、又はそれらの組合せのうちの１つ以上を含む
種々の連結手段を使用して基部被覆材１０４に連結されることができる。
【００３０】
　ブラケット１０２は、基部１１０に連結された一つ以上の鉛直方向のポスト（又は「突
起」、又は「停止ブロック」、又は「縦方向の止め具」）１２０を更に含むことができ、
これらは、基部１１０から上方へ基部１１０の第１主面１１２及び患者の皮膚５０から離
れる方に、第１主面１１２の概ね垂直な方向に延在している。図１～４に示されているよ
うに、一部の実施形態において、ブラケット１０２は２つ以上のポスト１２０を含むこと
ができ、２つのポストは単に例として示されている。
【００３１】
　それぞれのポスト１２０は、基部１１０の遠位端１１１の方に位置する遠位端１２１と
、基部１１０の近位端１１３の方に位置する近位端１２３とを含むことができる。遠位端
１２１は、（図１に示されているように）医療用物品６０の表面Ｓに当接するように構成
されていることにより、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されているときに医療
用物品６０の少なくとも縦方向の（例えば、近位への）移動を抑制することができる。特
に、ポスト１２０は、医療用物品６０の外面Ｓに当接して、それに対して（縦方向の）止
め具を提供するように構成されることができる。単に例として、外面Ｓは、カテーテルハ
ブ６４の近位の表面又は端部であるように示されている。そのような実施形態において、
ポスト１２０は、縦方向の近位の止め具として機能することができ、医療用物品６０の近
位への移動を抑制するように構成されることにより、医療用物品６０が患者から離れる方
に移動することを抑制する（例えば、出力カテーテル６６が、適切に挿入された後に患者
の挿入部位６５から引き出されることを抑制する）ことができる。外面Ｓは、また、外面
Ｓが皮膚５０及びブラケット１０２の基部１１０の第１主面１１２について実質的に垂直
な方向に延在する、医療用物品の鉛直面であるように示されている。
【００３２】
　それぞれのポスト１２０は、医療用物品６０の外面Ｓに当接するように構成されること
によって、ブラケット１０２の任意の部分が医療用物品６０の任意の部分（例えば、カテ
ーテルのハブ又はウイングの縫合孔）を介して押し付けられること、又は医療用物品６０
にスナップ止めされることを必要とせずに、医療用物品をブラケット１０２に連結及び分
離させることを容易にすることができる。その結果、医療用物品６０の部分及び／又はブ
ラケット１０２は、適用の間、患者の皮膚５０又はブラケット１０２にきつく押し付けら
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れる必要がなく、取外しの間、患者の皮膚５０からきつく引き離される必要がなく、その
ため、挿入部位６５の破壊、又は医療用物品６０の患者の皮膚５０に対する望ましくない
移動を引き起こし得ない。
【００３３】
　ブラケット１０２は、基部１１０の第１主面１１２に概ね平行に延在し、チャネル１３
２をアーム１３０の下に画定するように第１主面１１２から或る鉛直方向の距離だけ離間
配置されている、基部１１０に連結された１つ以上のアーム（又は「フィンガー」若しく
は「バー」若しくは「フック」若しくは「プロング」）１３０を更に含むことができる。
一部の実施形態において、アーム１３０は、ベース１１０から外側に延在するというより
も、基部１１０と少なくとも部分的に重畳して配置されることができ、それにより、アー
ム１３０の少なくとも一部分は、基部１１０の第１主面１１２の上に延在する。
【００３４】
　チャネル１３２は、医療用物品６０の少なくとも一部分（例えば、（単数又は複数の）
ポスト１２０に隣接した部分よりもより近位の部分）をアーム１３０と基部１１０との間
に受容するように寸法決めすることができる。１つのアーム１３０が単に例として示され
ているが、所定の医療用物品６０に必要な数のアーム１３０が利用されることができるこ
とが理解されなければならない（例えば、図７～１８に示されている実施形態を参照）。
アーム１３０は、アーム１３０が片持ち状になるような固定端１３４及び自由端１３６を
含むことができる。具体的には、アーム１３０は、アーム１３０の垂直方向構成要素を画
定する台座１３７と、台座１３７から片持ち状にされ、アーム１３０の水平方向構成要素
を画定する水平突起１３９とを含み、それにより、水平突起１３９は、台座１３７によっ
て基部１１０の第１主面１１２から或る鉛直方向の距離だけ離間配置されていることによ
り、対象の医療用物品６０の一部分を収容することができる。突起１３９は、固定端１３
４と自由端１３６とを含むように構成されることができる。突起１３９は、基部１１０の
第１主面１１２に対して概ね平行に延在することができ、それにより、突起１３９と台座
１３７とは、互いに対して実質的に垂直な向きにされる。
【００３５】
　（単数又は複数の）ポスト１２０と同様に、アーム１３０は、医療用物品６０又はその
部分が容易にアーム１３０の下のチャネル１３２の中の位置へと滑り込まされることを可
能することによって、過剰な力又は複雑な動きを伴わずに医療用物品６０を連結及び分離
することを容易にするように構成されることができる。一部の実施形態において、チャネ
ル１３２、例えば、基部１１０の第１主面１１２からのアーム１３０までの鉛直方向の空
間は、医療用物品６０の上に把持又は保持するための所望の量、及び／又は医療用物品６
０をアーム１３０の下に配置するか、又は医療用物品６０をアーム１３０の下から取り外
すことに適当な抵抗（もしあれば）を提供するように寸法決めすることができる。
【００３６】
　医療用物品６０がブラケット１０２に連結され、その一部分がアーム１３０によって画
定されたチャネル１３２の中に位置する場合、アーム１３０は、少なくとも基部１１０の
第１主面１１２の概ね垂直な方向への医療用物品６０の移動を抑制する、すなわち方向医
療用物品６０が患者の皮膚５０から引き離されることを抑制するように構成されることが
できる。基部１１０の縦軸Ａ’に対するアーム１３０の向きに従って、アーム１３２は、
医療用物品６０がブラケット１０２に連結されているときに他の方向（例えば、横方向又
は斜方向）への医療用物品６０の移動を抑制することもできる。
【００３７】
　図１～６に示されている実施形態において、アーム１３０は、固定端１３４は固定され
た横方向の端部１３４であり、自由端１３６は自由な横方向の端部１３６であるように、
基部１１０の縦軸Ａ’に対して（医療用物品６０がブラケット１０２に連結されていると
きに医療用物品６０の縦軸Ａに対して）概ね横方向に（及び、一部の実施形態においては
、図４に示されているように実質的に垂直方向に）延在しており、それにより、固定端１
３４は、固定された横方向の端部１３４であり、自由端１３６は、自由な横方向の端部１
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３６である。その結果、図１～６の実施形態についてのアーム１３０は、また、医療用物
品６０の横方向、特に台座１３７に向かう横方向の移動を抑制することができる。そのよ
うな実施形態において、台座１３７は、医療用物品６０のために横方向の止め具として機
能することができる。
【００３８】
　一部の実施形態において、図１～６の実施形態に示されているように、ブラケット１０
２のアーム１３０のうちの少なくとも１つは、その固定端１３４からその自由端１３６ま
で及ぶ横幅Ｗを含むか画定することができ、ポスト１２０（又は、２つ以上が利用される
場合は、複数のポスト１２０）は、基部１１０の上の横幅Ｗの範囲内に位置することがで
きる。一部の実施形態において、（単数又は複数の）ポスト１２０は、基部１１０の上に
アーム１３０の横幅Ｗに関して概ね中央に位置することができる。更に、一部の実施形態
において、アーム１３０及び（単数又は複数の）ポスト１２０は、医療用物品６０がブラ
ケット１０２に連結されているときに医療用物品６０が基部１１０の横幅について（又は
、縦軸Ａ’に関して）概ね中央に位置するように配列されることができる。
【００３９】
　一部の実施形態において、（例えば、突起１３９の）アーム１３０の自由端１３６は、
突出、突起、リブのような保持特徴１３８を含むことができ、この保持特徴は、それがチ
ャネル１３２の中に配置された後は、医療用物品６０がチャネル１３２から取り外される
ことを少なくとも部分的に抑制することができる。すなわち、保持特徴１３８は、アーム
１３０の自由端１３６に向かう方向の、及び台座１３７又は固定端１３４と概ね反対の、
又は離れる方向の医療用物品６０の移動の抑制することができる。
【００４０】
　示されているように、一部の実施形態において、アーム１３０は、基部１１０の上にポ
スト１２０に対して近位側に位置することができる。前述の別の態様で、一部の実施形態
において、アーム１３０は、基部１１０の近位端１１３の方に、又は隣接して位置するこ
とができ、（単数又は複数の）ポスト１２０は、基部１１０の遠位端１１１の方に位置す
ることができる。より具体的には、（図１～５に示されるような）一部の実施形態におい
て、アーム１３０、特にアーム１３０の固定端１３４は、基部１１０においてポスト１２
０の遠位端１２１よりも更に遠位側に位置することはできない。
【００４１】
　そのような配列は、例えば、最初に表面Ｓを（単数又は複数の）ポスト１２０の（単数
又は複数の）遠位端１２１に対して当接させ、次に医療用物品６０のより近位の部分をア
ーム１３０の自由端１３６に隣接して配置し、医療用物品６０の部分をアーム１３０の下
にかつチャネル１３２の中へと（例えば、横方向に）滑り込ませることによって、医療用
物品６０をブラケット１０２に連結することを容易にすることを可能にできる。そのよう
な行為は、非常に容易に、及び医療用物品６０、患者の皮膚５０又は挿入部位６５に作用
させられる最小の数の工程又は力を用いて実行されることができる。例えば、図１のカテ
ーテルシステム６０に関して、一部の実施形態において、カテーテルハブ６４の近位の鉛
直外面Ｓは、ポスト１２０の遠位端１２１に対して当接又は整列させられることができ、
最小の手の圧力が一方の手によってカテーテルハブ６４の上面に加えられることができ、
入力カテーテル６２は、他方の手でアーム１３０の下に通されることができる。片手操作
も可能である。
【００４２】
　更に、一部の実施形態において、図１～６の実施形態に示されているように、アーム１
３０と（単数又は複数の）ポスト１２０とは、基部１１０の上で或る縦方向の距離だけ離
間配置されていることができる。他の実施形態において、以下に述べるように、アーム１
３０とポスト１２０とは、アーム１３０とポスト１２０とが或る縦方向の距離だけ離間配
置されないように、同一の構造又は隣接した構造が提供されることができる。一部の実施
形態において、縦方向の間隔は、ブラケット１０２が（例えば、医療用物品６０の形状及
び構成に従って）医療用物品６０によりよく適応することを可能にすることができるか、
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又は、フラップ１０６のような医療用物品固定システム１００の他の要素によりよく適応
することを可能にすることができる。
【００４３】
　アーム１３０と（単数又は複数の）ポスト１２０とが縦方向に離間配置されているか否
かに関係なく、アーム１３０と（単数又は複数の）ポスト１２０とは、医療用物品６０が
ブラケット１０２に接合されているときに少なくとも医療用物品の部分が、基部１１０に
ついての縦方向に、ポスト１２０に隣接して（例えば、少なくとも１つのポスト１２０の
横面に）、アーム１３０によって画定されるチャネル１３２を通して延在するように配列
されることができる。
【００４４】
　典型的には、（単数又は複数の）ポスト１２０は、基部１１０の遠位端１１１にぴった
り隣接して位置しないことにより、基部１１０の第１主面１１２の遠位部分が医療用物品
６０の少なくとも一部分（例えば、カテーテルハブ６４）を支持するために露出されるこ
とを可能にする。
【００４５】
　医療用物品を（単数又は複数の）ポスト１２０に隣接して連結するために必要な力を最
少にするために、（単数又は複数の）ポストは、そうでなければポストが医療用物品６０
の一部分の中又は上の適所へとスナップ止めされる必要があり得る（例えば、その上端に
隣接して）半径方向に延在する突起を含まないように構成されることができる。
【００４６】
　ポスト１２０について示されているように、用語「ポスト」は、一般に、ポスト１２０
がそれらの側面においてブラケット１０２の他の要素に連結されないように、全ての側面
が開いている構造を指すために用いられる。むしろ、医療用物品６０の部分は、必要に応
じて、それぞれのポスト１２０の全ての側面に配置されることができる。更に、アーム１
３０について示されているように、用語「アーム」は、一般に、基部１１０の第１主面１
１２に実質的に平行である方向にある距離だけ延在する構造を指すために用いられ、小さ
く丸いナブ、戻り止め、又は突出物を一般に指すことはない。
【００４７】
　図１～６に更に示されているように、（単数又は複数の）ポスト１２０及びアーム１３
０は、基部１１０に対して、及び互いに固定されることができ、それにより、一部の実施
形態においては、ブラケット１０２は、可動部分を含まず、このことはブラケット１０２
の製造可能性を向上させることができ、使用中に故障又は破損し得る要素の数を最少にし
つつ、ブラケット１０２の複雑さを低減することもできる。図１～６の実施形態において
、ポスト１２０及びアーム１３０は、基部１１０と一緒に一体的に形成されているが、そ
うである必要はない。一部の実施形態において、ポスト１２０及びアーム１３０は、基部
１１０に対して固定されるように基部１１０に連結されることができる。一部の実施形態
において、ポスト１２０及びアーム１３０が直接的に基部１１０に連結されることにより
、介在する要素又は構造が、ポスト１２０と基部１１０との間、又はアーム１３０と基部
１１０との間に配置又は連結されず、一部の実施形態においては、ポスト１２０及びアー
ム１３０は、付加的な構造又は要素によって、間接的に基部１１０に連結される。
【００４８】
　一部の実施形態において、図２、３及び５に示されているように、（単数又は複数の）
ポスト１２０は、基部１１０に隣接したその下端におけるよりも上端において、縦方向に
より長くなることができ、それにより、ポスト１２０の遠位端１２１は、基部１１０に向
かってテーパ状になっている。ポスト１２０の遠位端１２１におけるそのようなテーパは
、医療用物品６０の鉛直方向の移動を少なくとも部分的に抑制することができ、そのため
、例えば、使用中、創傷被覆材取替え中、又は医療用物品６０をブラケット１０２に連結
又は分離する間に、医療用物品６０がポスト１２０の遠位端１２１に対して近位側に引き
出されるときに、医療用物品６０がポスト１２０の遠位端１２１を滑り上がることが抑制
されることができる。テーパは、直線状、弓状などであることができる。
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【００４９】
　一部の実施形態において、図１に示されているように、ポスト１２０は、医療用物品６
０がブラケット１０２に連結されているときに医療用物品６０の少なくとも一部分がポス
ト１２０に隣接して横方向および縦方向に位置するように構成されることができる。この
ように、一部の実施形態において、ポスト１２０は、医療用物品６０がブラケット１０２
に連結されているときに医療用物品６０の横方向の移動を更に抑制することができる。
【００５０】
　上述のように、及び図１～４に示されているように、一部の実施形態において、ブラケ
ット１０２は、複数の（例えば、２つの）ポスト１２０を含むことができる。そのような
実施形態において、ポスト１２０同士は、基部１１０の上の同じ縦方向位置付近に位置す
ることができ、それにより、複数のポスト１２０は、医療用物品６０がブラケット１０２
に接合されているときに医療用物品６０の表面（例えば、表面Ｓ）に当接して、医療用物
品６０の少なくとも縦方向の移動を抑制するように一緒に構成される。複数のポスト１２
０同士は、或る横方向の距離だけ離間配置されて（又は、隣接したポスト１２０から）い
ることにより、医療用物品６０の少なくとも一部分を受容するように寸法決めされたチャ
ネル１２５をそれらの間に画定することができる。そのような実施形態において、簡単に
するために、アーム１３０の下のチャネル１３２は、「第１のチャネル」又は「近位のチ
ャネル」と呼ばれることができ、ポスト１２０の間のチャネル１２５は、「第２のチャネ
ル」又は「遠位のチャネル」と呼ばれることができる。
【００５１】
　示されているように、第１のチャネル１３２及び第２のチャネル１２５は、各々、医療
用物品６０及び基部１１０の縦軸Ａ及びＡ’に概ね沿う（すなわち、平行な又は、重畳し
た）向きにされることができ、それにより、それぞれのチャネル１３２、１２５は、「縦
方向チャネル」と呼ばれることができる。一部の実施形態において、第１のチャネル１３
２及び第２のチャネル１２５は、概ね整列させられることができ、例えば、それにより、
それらの各々の縦方向の中心は、互いに整列させられ、選択的に、基部１１０の縦軸Ａ’
に更に整列させられる。
【００５２】
　一部の実施形態において、複数のポストは、ポスト１２０が位置する（図３及び４を参
照）縦方向位置において基部１１０の横幅Ｗ’についての中心にあるか、前述の別の態様
では、基部１１０の縦軸Ａ’についての中心にあるか、又は基部１１０の縦軸Ａ’から等
しく離間配置されている。
【００５３】
　複数のポスト１２０は、それらの間で、第２のチャネル１２５の中に医療用物品６０の
少なくとも一部分を受容するように機能することができ、そのため、医療用物品６０がブ
ラケット１０２に連結されているときに少なくとも第２のチャネル１２５の中に受容され
た部分の横方向の移動を更に抑制することができる。複数のポスト１２０及びアーム１３
０は、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されているときに少なくとも医療用物品
６０の一部分が基部１１０に対して縦方向に、第２のチャネル１２５を通って、更に第１
のチャネル１３２を通って延在するように更に配列されることができる。
【００５４】
　図１に示されているように、一部の実施形態において、カテーテルハブ６４は、縦方向
の近位延長部１６５を含むことができ、一部の実施形態において、第２のチャネル１２５
は、延長部１６５のようなカテーテルハブ６４の少なくとも一部分を受容するように構成
されることができる。一部の実施形態において、ポスト１２０同士の間に画定された第２
のチャネル１２５は、１つのカテーテル（例えば、１つの入力カテーテル６２）を受容す
るように寸法決めすることができ、アーム１３０の下の第１のチャネル１３２は、複数の
カテーテル（例えば、複数の入力カテーテル６２）を受容するように寸法決めすることが
できる。
【００５５】
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　示されているように、第２のチャネル１２５は、上向きに開いていることができ、それ
により、ポスト１２０の上端が接続されることがなく、第２のチャネル１２５がその頂部
が開いており、基部１１０に隣接したその底部が閉じており、医療用物品６０の少なくと
も一部分が、医療用物品６０をブラケット１０２に連結及び分離することを容易にするた
めに、ポスト１２０を任意の型式のスナップ嵌め連結で必ずしも連結することなく、ポス
ト１２０の間で基部１１０に向かって鉛直下方に滑り込まされることができる。すなわち
、第２のチャネル１２５は、基部１１０の第１主面１１２に隣接した閉じた下端、及び開
いた上端を有することができ、この開いた上端を通って、医療用物品６０の少なくとも一
部分が第２のチャネル１２５に中に入ることにより、基部１１０に向かって又はそれに対
して、複数のポスト１２０同士の間に配置されることができる。そのような実施形態にお
いて、第２のチャネル１２５は、溝又は水路の構成を有することができ、そのため、医療
用物品６０を上述のブラケット１０２の容易に連結及び分離することに貢献することがで
きる。
【００５６】
　図２～５に示されているように、一部の実施形態において、基部１１０は、基部１１０
の他の範囲よりも大きい高さを有するランド（又は立上り部分）１４０を更に含むことが
できる。ランド１４０は、第１主面１１２の少なくとも一部分を画定することができ、ア
ーム１３０に隣接して配置されることができ、それにより、医療用物品６０がブラケット
１０２に連結されているときに医療用物品６０の少なくとも一部分がランド１４０の上か
つアーム１３０の下に通されることができる。例えば、ランド１４０は、アーム１３０に
対して縦方向の近位側に、遠位側に、又は、その両方に位置する一つ以上の部分を含むこ
とができる。単に例として、図１～６に示されている実施形態のランド１４０は、アーム
１３０に遠位側に隣接して位置し、第１の（例えば、縦方向の、遠位の）端部１４１を含
む第１の（例えば、縦方向の、遠位の）部分１４２、アーム１３０に近位側に隣接して位
置し、第２の（例えば、縦方向の、近位の）端部１４３を含む第２の（例えば、縦方向の
、近位の）部分１４４を有する。前述の別の態様で、一部の実施形態において、アーム１
３０は、ランド１４０の第１の（遠位の）端部１４１と第２の（近位の）端部１４３との
間に配置されることができる。一部の実施形態において、ランド１４０の少なくとも一部
分（例えば、第２の近位の部分１４４）は、基部１１０又はブラケット１０２の縦方向端
部（例えば、近位端１１３）に隣接して配置されることができる。なお更に、一部の実施
形態において（例えば、図４及び５を参照）、ランド１４０の近位端１４３は、基部１１
０又はブラケット１０２自体の近位端１１３と一致し得る。
【００５７】
　上述のように、ランド１４０は、医療用物品６０の少なくとも一部分をアーム１３０の
下のチャネル１３２の中に保持するように、アーム１３０と一緒に機能することができ、
それにより、ランド１４０は、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されているとき
に医療用物品６０の鉛直方向及び／又は横方向の移動を更に抑制することができる。すな
わち、一部の実施形態において、アーム１３０とランド１４０とは、医療用物品６０の少
なくとも一部分の鉛直方向の移動を一緒に抑制することができる。
【００５８】
　図２～５に示されているように、一部の実施形態において、ランド１４０は、第１の部
分１４２と第２の部分１４４との間に画定された陥凹１４６を含むことができ、そのため
、医療用物品６０をランド１４０の第１の部分１４２の上に、アーム１３０の下のチャネ
ル１３２の中に、更にランド１４０の第２の部分１４４の上に通すことが容易になり得る
。
【００５９】
　一部の実施形態において、ランド１４０は、医療用物品６０の少なくとも一部分を保持
することを補助することができる他の特徴を含むことができる。例えば、図２～４に示さ
れているように、一部の実施形態において、ランド１４０の少なくとも一部分の上面は、
一つ以上の陥凹（又はグルーブ若しくは窪み）又は突出（又はリッジ）を含むか又は画定
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することができる。例えば、ランド１４０の第１の部分１４２は、第１主面１１２が押し
下げられている陥凹領域１４５を含むように示されている。一部の実施形態において、陥
凹領域１４５は、リッジ（又は突出）１４７と比べて陥凹していることができ、そのため
、医療用物品６０を受容及び／又は保持することが容易にされることができる。アーム１
３０の自由端１３６に隣接しているリッジ１４７は、医療用物品６０のアーム１３０の自
由端１３６の方向における移動（例えば、横方向の移動）を抑制することによって、医療
用物品６０をチャネル１３２の中に（例えば、アーム１３０の自由端１３６の保持特徴１
３８とともに）保持するように機能することができる。
【００６０】
　更に、示されているように、一部の実施形態において、ランド１４０の第１の部分１４
２及び第２の部分１４４の一方又は両方によって画定された第１主面１１２は、一つ以上
のグルーブ１４８を含むことができ、そのため、一つ以上の平坦な領域又はリッジ（又は
突出）１４９によって分離されることができる。特に、図１～６の実施形態において、グ
ルーブ１４８は、縦方向の平坦な領域（又は突出）１４９によって分離された横方向に離
間配置された縦方向のグルーブ１４８であるように示されている。
【００６１】
　グルーブ１４８及び／又はリッジ１４９は、カテーテル、チューブなどのような医療用
物品６０の少なくとも一部分を受容及び／又は保持する（例えば、スナップ型式の嵌合に
）ように構成されることができる。そのような（例えば、スナップ型式の）嵌合は、医療
用物品６０の部分が、摩耗及び損傷を受ける可動部品を必要とすることなく、可聴及び／
又は触覚フィードバックを伴ってブラケット１０２に連結されることを可能にすることが
できる。そのような（例えば、スナップ型式の）嵌合は、上記のように、医療用物品６０
をブラケット１０２に連結又は分離するための（例えば、基部１１０の第１主面１１２に
対して垂直方向に適用される）余計な及び過剰な力を必要とするような医療用物品６０の
内部開口の中に押し込まれる必要がある、ポスト１２０の上の半径方向に延在する突起と
は相違する。一部の実施形態において、グルーブ１４８及び／又はリッジ１４９は、ポス
ト１２０に対して近位側に位置し、基部１１０の上でより近位側に配置されている。その
結果、グルーブ１４８及び／又はリッジ１４９とのスナップ型式の嵌合を組み込むことは
、挿入部位６５を破壊するおそれがより少ない。更に、グルーブ１４８及び／又はリッジ
１４９のスナップ型式の嵌合は、一般に、挿入部位６５を崩壊させるか、又は過剰な引張
り又は圧迫を患者の皮膚５０に生じさせるような方向の過剰な引張力又は押付け力を必要
としない。
【００６２】
　一部の実施形態において、アーム１３０の自由端１３６に隣接して位置するリッジ１４
９のうちの１つは、（例えば、アーム１３０の自由端１３６にある保持特徴１３８と一緒
に、及び／又はリッジ１４７と一緒に）アーム１３０の自由端１３６の方向の医療用物品
６０の移動（例えば、横方向の移動）を抑制ことによって、チャネル１３２の中に医療用
物品６０を保持するように機能することができる。
【００６３】
　図６に単に例として示されているように、一部の実施形態において、アーム１３０の下
側は、また、一つ以上のグルーブ（例えば、縦方向のグルーブ）１３３及び／又はリッジ
１３５を含むことにより、アーム１３０の下でチャネル１３２の中に受容される医療用物
品６０の部分の保持を強化することができる。そのようなグルーブ１３３及び／又はリッ
ジ１３５は、また、医療用物品６０をスナップ型式の嵌合で連結して、可聴及び／又は触
覚フィードバックを与えることができる。一部の実施形態において、アーム１３０の下側
に形成されたグルーブ１３３及び／又はリッジ１３５は、第１主面１１２に（例えば、ラ
ンド１４０に）形成されたグルーブ１４８及び／又はリッジ１４９と協同して、医療用物
品６０を保持することができる。アーム１３０の下側のグルーブ１３３及びランド１４０
（又は第１主面１１２）のグルーブ１４８によって集合的に形成された開口は、医療用物
品６０の一部分をあまりに制限することなく収容するように寸法決めすることができる。
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例えば、グルーブ１３３及びグルーブ１４８が（入力カテーテル６２のような）カテーテ
ルを保持するような寸法にする場合、集合的な開口はカテーテルを締め付けたり、又はカ
テーテルを通る流れを制限することのないようなサイズにされることができる。
【００６４】
　一部の実施形態においては、ランド１４０は、たとえランド１４０が分離した部分を含
む場合であっても、その長さに沿って一様な高さを有することができる。しかし、一部の
実施形態において、ランド１４０の第１の部分１４２及び第２の部分１４４は、異なる高
さを有することができる。例えば、一部の実施形態において、第２の（例えば、近位の）
部分１４４の高さは、第１の（例えば、遠位の）部分１４２よりも大きくあることができ
る。
【００６５】
　一部の実施形態において、第１主面１１２の少なくとも一部分、例えば、グルーブ１４
８の第１主面１１２を画定する部分（又は、ランド１４０の別の部分）は、基部１１０の
残部とは異なる材料から形成されることができる。そのような材料は、医療用物品６０と
第１主面１１２の少なくとも一部分との間の摩擦（例えば、抵抗）を向上させるためのよ
り高い摩擦係数の摩擦制御材料を含むことにより、医療用物品６０がブラケット１０２に
連結されているときに、医療用物品６０の移動（例えば、縦方向の移動）を更に抑制する
ことができる。より具体的には、一部の実施形態において、ランド１４０の少なくとも一
部分（例えば、グルーブ１４８）は、第１の材料から形成されることができ、基部１１０
の第１主面１１２の残部は、第２の材料から形成されることができ、この場合、第１の材
料と第２の材料とは異なる。一部の実施形態において、第１の材料は、第２の材料よりも
大きい摩擦係数を有する摩擦制御材料を含むことができる。例えば、第１の材料は、医療
用物品６０の少なくとも一部分（例えば、グルーブ１４８の中に保持される部分）を摩擦
で連結及び／又は保持するように構成されることができる。そのような実施形態において
、医療用物品６０と第１の材料との間の摩擦係数は、医療用物品６０と第２の材料との間
の摩擦係数よりも大きくあることができる。一部の実施形態においては、摩擦制御材料は
、例えば、インディシア１０８が基部１１０の残部と一緒に基部１１０の第１主面１１２
の上で型成形されるようなときに（又は、基部１１０の第１主面１１２の一部分を形成す
るために）、インディシア１０８によって提供されることができる。
【００６６】
　陥凹領域１４５、リッジ１４７、グルーブ１４８及びリッジ１４９は、ランド１４０に
形成されると上で述べられているが、そのような陥凹領域１４５、リッジ１４７、グルー
ブ１４８及び／又はリッジ１４９は、ランド１４０に形成されるそれらの代りに、又はそ
れらに加えて、第１主面１１２の他の領域において利用されることができる。すなわち、
ランド１４０又は立上り領域を利用しない実施形態においてさえ、第１主面１１２は、依
然として、医療用物品６０の少なくとも部分の保持を強化することができる特徴（例えば
、陥凹、グルーブ、リッジなど）を含むことができる。
【００６７】
　一部の実施形態において、第１主面１１２は、医療用物品６０の少なくとも一部分に適
合するような形状にされることができる。例えば、陥凹領域１４５は、医療用物品６０の
少なくとも一部分を受容するような形状にされることができる。他の実施形態において、
第１主面１１２は、医療用物品６０の連結を強化するために必要な任意の様々なリッジ、
陥凹又は外形を含むことができる。例えば、一部の実施形態において、第１主面１１２は
、医療用物品６０の少なくとも一部分の形状（例えば、外形）に相補的な形状を含むこと
ができる。このように、基部１１０の第１主面１１２は、医療用物品６０に対応するよう
に構成されることができ、それにより、医療用物品６０は、使用中、基部１１０の下を通
るというよりむしろ、基部１１０の第１主面１１２にもたれるように（すなわち、基部１
１０の上面に）設置される。すなわち、基部１１０は、医療用物品６０が実質的に中実及
び連続の（下記のように、開口又は穿孔を除いて）表面を呈し、その表面からポスト１２
０及びアーム１３０が突出することができ、その表面にもたれるように医療用物品６０が
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配置されることができる。一部の実施形態において、第１主面１１２は、（例えば、ポス
ト１２０とアーム１３０との間に縦方向に、及び／又はポスト１２０に対して遠位側に位
置する）接着剤を更に含むことにより、医療用物品６０を基部１１０の第１主面１１２に
よりよく固定することができる。
【００６８】
　一部の実施形態において、基部１１０は、それを通して形成された一つ以上の開口又は
穿孔１５０を含むことができ、それらは、ブラケット１０２及び全体システム１００の透
過性及び通気性を改善することができる。一部の実施形態において、図２～４に示されて
いるように、開口１５０は、ポスト１２０及び／又はアーム１３０に隣接して（例えば、
ポスト１２０に対して遠位側に、及びアーム１３０と重畳した関係で（すなわち、その下
方に））位置することができる。そのような開口１５０は、製造（例えば、鋳造）人工物
であることができ、しかし、透過性を向上させることに役立つこともできる。一部の実施
形態において、図９～１４について以下で更に詳細に述べられるように、本開示の基部は
、基部の上のより大きい領域を通して形成された一連のより小さい開口又は穿孔を含むこ
とにより、透過性及び通気性を改善することができる。
【００６９】
　図１～５に示されているように、一部の実施形態において、ブラケット１０２又は基部
１１０は、基部１１０の第１主面１１２が第２主面１１４からの第１の高さに位置する第
１の縦方向端部（例えば、遠位端１１１）に隣接して若しくはそれに向かって、又はそれ
を含んで位置する第１の部分１５２と、第１主面１１２が第２主面１１４からの第２の高
さに位置する第２の縦方向端部（例えば、近位端１１３）に隣接して若しくはそれに向か
って、又はそれを含んで位置する第２の部分１５４とを含むことができる。一部の実施形
態において、ブラケット１０２の第２の部分１５４（又は、基部１１０）は、ランド１４
０を含むことができるか、ランド１４０であることができる。一部の実施形態において、
図１～６の実施形態に示されているように、第２の高さは、第１の高さよりも大きくある
ことができるが、一部の実施形態においては、第１の高さの方がより大きいことが理解さ
れなければならない。また、一部の実施形態におい、ブラケット１０２（又は、基部１１
０）は高さが一様であり、第１主面１１２は実質的に平坦であることが理解されなければ
ならない。更に、一部の実施形態において、ブラケット１０２は、２つを上回る部分と２
つを上回る高さを含むことができ、２つの異なる高さの２つの部分は、例として示されて
いるにすぎず、システム１００に連結されることが求められる医療用物品６０に依存する
ことができる。
【００７０】
　一部の実施形態において、図２、３及び５に示されているように、基部１１０の第１主
面１１２は、第１の部分１５２と第２の部分１５４の間で様々な高さを有することができ
る。すなわち、一部の実施形態において、第１主面１１２は、斜面が付けられているか、
又は傾斜していることができる。そのような斜面が付けられた又は傾斜した区域は、ブラ
ケット１０２に連結されるべき医療用物品６０に従って、実質的に真っ直ぐ又は直線、凸
形、凹形などであることができる。一部の実施形態においては、第１主面１１２は、斜面
が付けられた面又は傾斜した面であるよりむしろ、第１の部分１５２と第２の部分１５４
の間にステップを含むことができる（例えば、図７～１２及び１６～１８を参照）。
【００７１】
　一部の実施形態において、（単数又は複数の）ポスト１２０は、ブラケット１０２（又
は基部１１０）の第１の部分１５２に位置することができ、アーム１３０は、ブラケット
１０２の第２の部分１５４に位置することができる。上述のように、一部の実施形態にお
いて、第２の部分１５４は、アーム１３０及びランド１４０を含むことができる。
【００７２】
　一部の実施形態において、基部１１０の長さＬ（例えば、図５に示されているように、
遠位端１１１から近位端１１３の間で距離）は、ブラケット１０２が使用中に基部被覆材
１０４から剥離されるか又は別の態様で取り外されることを抑制するように寸法決めする
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ことができる。すなわち、一部の実施形態において、基部１１０の長さＬは、システム１
００の破損を最小にする、具体的には、基部被覆材１０４からのブラケット１０２の縦方
向の剥離を最小にするようなサイズにされることができる。一般には、しかし、システム
１００の破損は、複数の可変部分に依存する。破損は、また、システム１００がどのよう
な大きさの力を支持することを目標とされているか（例えば、５ポンド（２２Ｎ）である
のか、１５ポンド（６７Ｎ）であるのか）に依存することができる。ブラケット１０２を
基部被覆材１０４に連結する接着剤がより強力である程、より強力でない接着剤が使用さ
れる場合よりも、所定の荷重を支持するために使用されるべき基部１１０がより短いこと
を可能にし得る。しかし、所定の接着剤に対しては、基部１１０が長い程、一般により大
きな安定性を提供して、より大きな力を支持することができる。更に、基部１１０のサイ
ズ（例えば、長さＬ）は、一般に、臨床応用ニーズ、平均的な患者のサイズなどに適応す
る必要がある。その結果、一部の実施形態において、基部１１０の長さＬは、少なくとも
約０．７５インチ（１９ｍｍ）、一部の実施形態においては、少なくとも約１インチ（２
５ｍｍ）、及び一部の実施形態においては、少なくとも約１．５インチ（３８ｍｍ）であ
ることができる。
【００７３】
　本開示のブラケットの更なる例示的な実施形態は、ここで図７～１８に関して述べられ
る。図７～１８は、本開示の様々なブラケットを示し、図中、類似の数字は、類似の要素
を表している。図７～１８のブラケットは、図１～６に関して上述されたブラケット１０
２と同一の要素、特徴、及び機能のうちの多くを共有する。図１～６に例示される実施形
態の機構及び要素（及び、このような機構及び要素の代替）を更に完全に説明するために
、図７～１８に伴う上記の説明を参照する。図１～６に関する上述の特徴のいずれかを、
図７～１８の実施形態に適用してもよく、その逆も同様である。ブラケット１０２に連結
されているものと同一であるように図１に示されている医療用物品６０は、また、図７～
１８のブラケットのそれぞれと共に使用されることができ、図７～１２及び図１６～１８
のそれぞれについて単なる例として述べられる。わずかに異なる医療用物品６０’が、単
なる例として、図１３～１５の実施形態について述べられる。
【００７４】
　図７～９は、例えば、図１～６の医療用物品固定システム１００、又は以下で述べられ
図１９～２５に示される他のシステムのような本開示の医療用物品固定システム及び方法
によって利用されることができる別の実施形態に従うブラケット２０２を示している。ブ
ラケット２０２は、第１主面２１２、遠位端２１１及び近位端２１３を有する基部２１０
と、チャネル２２５（例えば、第２のチャネル２２５）を間に画定する２つのポスト２２
０と、２つのアーム２３０（図１～６のアーム１３０に実質的に類似している第１のアー
ム２３０Ａ、及び第２のアーム２３０Ｂ）と、第１のアーム２３０Ａに縦方向に隣接して
位置する（すなわち、近位の）ランド２４０と、ランド２４０によって画定された第１主
面２１２に形成された複数のグルーブ２４８及び／又はリッジ２４９と、基部２１０を通
して形成された複数の開口２５０とを含む。基部２１０（又はブラケット２０２、若しく
はブラケット２０２を備えているシステム）は、また、遠位端２１１と近位端２１３との
間で縦方向に（例えば、医療用物品６０によって画定されるように）延在する縦軸Ａ’’
（図９を参照）を含むか又は画定することができる。
【００７５】
　図９は、一部の実施形態において、ブラケット２０２が医療用物品（例えば、医療用物
品６０）をブラケット２０２に連結するための視覚的手掛かりを提供することができるイ
ンディシア２０８をどのように含むことができるかについて示している。インディシア２
０８は、対象の医療用物品（例えば、医療用物品６０）の全体的な形状、外観及び／又は
構成を概ね模倣するように構成されることができる。インディシア２０８は、ブラケット
２０２に連結されることができるか、又はブラケット２０２によって（例えば、一緒に一
体的に形成されて）提供されることができる。
【００７６】
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　ブラケット２０２は、図１～６のブラケット１０２との多くの類似点を含むが、ただし
、図７～９のブラケット２０２が（例えば、基部２１０の）わずかに異なる全体的な形状
を有することと、ブラケット２０２が２つのアーム２３０を含むことと、ランド２４０が
アーム２３０のうちの１つに隣接して位置する唯一の部分だけを含むことと、基部２１０
の第１主面２１２が斜面が付された又は傾斜した表面を含まないこととを除く。それぞれ
のアーム２３０Ａ及び２３０Ｂは、基部２１０の第１主面２１２に概ね平行な方向にある
距離だけ延在し、固定端２３４Ａ、２３４Ｂ及び自由端２３６Ａ、２３６Ｂを含む。この
ように、以下で述べられないブラケット２０２の構造の各々に関する特定の詳細（及び、
代替）は、図１～６の実施形態のものと同一であると仮定されることができ、上述された
同一の変形または代替を有することができる。
【００７７】
　図１～６の実施形態と同様に、ポスト２２０は、それぞれ、医療用物品６０の外面（例
えば、表面Ｓ）に当接するように構成された遠位端２２１を含む。
【００７８】
　アーム２３０Ａ、２３０Ｂのそれぞれは、基部２１０に連結され、基部２１０の第１主
面２１２に概ね平行に延在し、それぞれのアーム２３０Ａ、２３０Ｂは、第１主面２１２
から或る鉛直方向の距離だけ離間配置されていることにより、アーム２３０Ａ、２３０Ｂ
の下のチャネル２３２Ａ、２３２Ｂ（例えば、第１のチャネル２３２Ａ、２３２Ｂ）を各
々画定する。基部２１０から外側に延在するというよりむしろ、一部の実施形態において
は、示されているように、それぞれのアーム２３０Ａ、２３０Ｂは、基部２１０と少なく
とも部分的に重畳した関係で配置され、それにより、アーム２３０Ａ、２３０Ｂの少なく
とも一部分は、基部２１０の第１主面２１２の上に延在することができる。
【００７９】
　それぞれのチャネル２３２Ａ、２３２Ｂは、医療用物品６０の少なくとも一部分（例え
ば、（単数又は複数の）ポスト２２０に隣接して配置された部分よりもより近位の部分）
を各アーム２３０Ａ、２３０Ｂと基部２１０との間に受容するように寸法決めすることが
できる。２つのアーム２３０Ａ及び２３０Ｂは、単に例として示されているが、所定の医
療用物品６０に必要な数のアーム２３０が使用されることができることが理解されなけれ
ばならない。示されているように、それぞれのアーム２３０Ａ、２３０Ｂは片持ち状にな
ることができ、アーム２３０Ａ、２３０Ｂの鉛直構成要素を画定する台座２３７Ａ、２３
７Ｂと、各台座２３７Ａ、２３７Ｂから片持ち状になり、アーム２３０Ａ、２３０Ｂの水
平構成要素を画定する水平突起２３９Ａ、２３９Ｂとを含むことができ、それにより、水
平突起２３９Ａ、２３９Ｂは、台座２３７Ａ、２３７Ｂによって基部２１０の第１主面２
１２から或る鉛直方向の距離だけ離間配置されていることにより、対象の医療用物品６０
の部分を収容する。突起２３９Ａ、２３９Ｂは、固定端２３４Ａ、２３４Ｂ及び自由端２
３６Ａ、２３６Ｂを含むように考慮されることができる。突起２３９Ａ、２３９Ｂは、基
部２１０の第１主面２１２に対して概ね平行に延在することができ、それにより、突起２
３９Ａ、２３９Ｂと台座２３７Ａ、２３７Ｂとは、互いに対して実質的に垂直であるよう
な向きにある。
【００８０】
　医療用物品６０がブラケット２０２に連結され、その部分がアーム２３０Ａ及び２３０
Ｂによって各々画定されたチャネル２３２Ａ及び２３２Ｂの中に配置されているときにア
ーム２３０Ａ及び２３０Ｂは、少なくとも基部２１０の第１主面２１２の概ね垂直な方向
における医療用物品６０の移動を抑制する、すなわち、医療用物品６０が患者の皮膚から
離れる方に引っ張られることを抑制するように構成されることができる。基部２１０の縦
軸Ａ’’に対するアーム２３０Ａ及び２３０Ｂの向きに従って、アーム２３０Ａ、２３０
Ｂは、また、医療用物品６０がブラケット２０２に連結されているときに他の方向におけ
る（例えば、横方向又は斜め方向の）医療用物品６０の移動を抑制することができる。
【００８１】
　図７～９に示されている実施形態において、それぞれのアーム２３０Ａ及び２３０Ｂは
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、医療用物品６０がブラケット２０２に連結されているときに基部２１０（又はブラケッ
ト２０２若しくはブラケット２０２を備えているシステム）の縦軸Ａ’’に対して、更に
医療用物品６０の縦軸Ａに対して概ね横方向に延在する。このように、固定端２３４Ａ、
２３４Ｂは、固定された横方向の端部２３４Ａ、２３４Ｂであり、自由端２３６Ａ、２３
６Ｂは、自由な横方向の端部２３６Ａ、２３６Ｂである。その結果、それぞれのアーム２
３０Ａ、２３０Ｂは、また、特に各台座２３７Ａ、２３７Ｂに向かう横方向の、医療用物
品６０の横方向の移動を抑制することができる。そのような実施形態において、それぞれ
の台座２３７Ａ、２３７Ｂは、医療用物品６０のための横方向の止め具として機能するこ
とができる。
【００８２】
　一部の実施形態において、示されているように、１つのアーム（例えば、第１のアーム
２３０Ａ）は、基部２１０の第１の側面２２７（例えば、図９の左側面）に固定端（例え
ば、固定端２３４Ａ）を有することができ、別のアーム（例えば、第２のアーム２３０Ｂ
）は、その固定端（例えば、固定端２３４Ｂ）を第１の側面２２７の反対側の第２の側面
２２９（例えば、図９の右側面）に有することができ、それにより、アーム２３０（例え
ば、第１のアーム２３０Ａ及び第２のアーム２３０Ｂ）同士は、互いに対向する。そのよ
うな実施形態において、アーム２３０同士は、医療用物品６０の横方向（例えば、左右の
）移動を一緒に抑制することができ、アーム２３０によって画定されたチャネル（例えば
、チャネル２３２Ａ及び２３２Ｂ）からの医療用物品６０の望ましくない取外しを抑制す
ることができる。
【００８３】
　一部の実施形態において、アーム２３０同士は同一であることができ、一部の実施形態
においては、示されているように、アーム２３０同士は同一である必要はないか、又は同
一の寸法のもの（例えば、長さが同一でない突起２３９Ａ及び２３９Ｂ）である必要はな
い。示されているように、一部の実施形態においては、第１のアーム２３０Ａは、第２の
アーム２３０Ｂよりも長くあることができ、そのため、医療用物品６０をブラケット２０
２に連結することを容易にすることができ、具体的には、医療用物品６０の少なくとも一
部分を各アーム２３０Ａ、２３０Ｂの下方で各チャネル２３２Ａ、２３２Ｂの中に配置す
ることを容易にすることができる。更に、単に例として、アーム２３０Ａ及び２３０Ｂの
自由端２３６Ａ及び２３６Ｂは、互いにそばを通りすぎるように示されており、それによ
り、アーム２３０同士は重なるか又は交差している。ブラケット２０２のアーム２３０の
構成及び相対的なサイズは、単に例として示されており、他の構成又は相対的なサイズが
利用されることができる。例えば、一部の実施形態において、第２のアーム２３０は、示
されているものよりも長くあることができ、一部の実施形態では、アーム２３０同士は必
ずしも重畳するわけではない。更に、アーム２３０Ａ及び２３０Ｂは、互いに対して実質
的に平行であるように示されているが、そうである必要はない。
【００８４】
　アーム２３０は、相互から（すなわち、隣接したアーム２３０から）、更に、ポスト２
２０から、ある縦方向距離だけ分離されているように示されている。単に例として、第２
のアーム２３０Ｂは、ポスト２２０と第１のアーム２３０Ａとの間の縦方向のおよそ中心
にあるように示されているが、他の配列も可能である。
【００８５】
　一部の実施形態において、アーム２３０のうちの１つ以上（例えば、第１のアーム２３
０Ａ）は、その自由端（例えば、自由端２３６Ａ）に隣接して保持特徴（例えば、突出、
ナブ、リブなど）２３８を含むことができ、この保持特徴は、医療用物品６０がチャネル
２３２の中に配置された後においては、それがチャネル２３２Ａから取り外されることを
少なくとも部分的に抑制することができる。すなわち、保持特徴２３８は、アーム２３０
の自由端（例えば、自由端２３６Ａ）に向かう、及び台座（例えば、台座２３７Ａ）又は
固定端（例えば、固定端２３４Ａ）と概ね反対の、又はそれらから離れる方向における医
療用物品６０の移動を抑制することができる。第１のアーム２３０Ａは、保持特徴２３８
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を含むように示されているが、その代わりにアーム２３０のいずれか又はその両方が保持
特徴２３８を含むことができることが理解されなければならない。
【００８６】
　示されているように、一部の実施形態において、ポスト２２０とアーム２３０とは、基
部２１０に対して、及び互いに固定されることができる。図７～９の実施形態において、
ポスト２２０及びアーム２３０は、基部２１０と一体的に形成されているが、そうである
必要はない。一部の実施形態において、ポスト２２０及びアーム２３０は、基部２１０に
対して固定されるように基部２１０に連結されることができる。一部の実施形態において
、ポスト２２０及びアーム２３０は、基部２１０に直接的に連結されることにより、介在
する要素又は構造がポスト２２０と基部２１０との間、又はアーム２３０と基部２１０と
の間に配置又は連結されず、一部の実施形態において、ポスト２２０及びアーム２３０は
、付加的な構造又は要素によって基部２１０に間接的に連結される。
【００８７】
　上述のように、単に例として、ランド２４０は、唯一つの部分、すなわち、遠位端２４
１及び近位端２４３を備えている近位部分２４４を含んでおり、遠位端２４１と近位端２
４３の両方は、第１のアーム２３０Ａに対して近位側に位置し、それにより、第１のアー
ム２３０Ａは、ランド２４０に対して遠位側に位置する。ランド２４０は、第１のアーム
２３０Ａの下のチャネル２３２Ａの中に医療用物品６０の少なくとも一部分を保持するよ
うに少なくとも第１のアーム２３０Ａと一緒に機能することができ、それにより、ランド
２４０は、医療用物品６０がブラケット２０２に連結されているときに医療用物品６０の
鉛直方向及び／又は横方向の移動を更に抑制することができる。すなわち、一部の実施形
態において、第１のアーム２３０Ａ及びランド２４０は、医療用物品６０の少なくとも一
部分の鉛直方向の移動を一緒に抑制することができる。
【００８８】
　上述のように、ランド２４０によって画定された第１主面２１２は、一つ以上のグルー
ブ２４８を含むように示されており、そのため、１つ以上の水平な領域又はリッジ（若し
くは、突出）２４９によって分離されることができる。具体的には、単に例として、グル
ーブ２４８は、縦方向の水平領域又はリッジ（又は、突出）２４９によって分離された横
方向に離間配置された縦方向グルーブ２４８であるように示されている。グルーブ２４８
及び／又はリッジ２４９は、カテーテル、チューブなどのような医療用物品６０の少なく
とも一部分を（例えば、スナップ型式の嵌合で）受容及び／又は保持するように構成され
ることができる。そのような嵌合（例えば、スナップ型式の）は、可聴及び／又は触覚フ
ィードバックを伴い、摩耗及び損傷を受ける可動部品を必要とせずに、医療用物品６０の
部分がブラケット２０２に連結されることを可能にする。一部の実施形態において、第１
のアーム２３０Ａの自由端２３６Ａに隣接して位置するリッジ２４９のうちの１つは、（
例えば、第１のアーム２３０Ａの自由端２３６Ａにある保持特徴２３８とともに）、第１
のアーム２３０Ａの自由端２３６Ａの方向における医療用物品６０の移動（例えば、横方
向の移動）を抑制することによって、医療用物品６０をチャネル２３２Ａの中に保持する
ように機能することができる。
【００８９】
　図１０～１２は、例えば、図１～６の医療用物品固定システム１００、又は以下で述べ
られ、図１９～２５に示されている他のシステムなどの本開示の医療用物品固定システム
及び方法と共に使用されることができる別の実施形態によるブラケット３０２を示してい
る。ブラケット３０２は、第１主面３１２、遠位端３１１、及び近位端３１３を有する基
部３１０と、チャネル３２５（例えば、第２のチャネル３２５）を間に画定する２つのポ
スト３２０と、２つのアーム３３０（チャネル３３２Ａ（例えば、第１のチャネル３３２
Ａ）を画定する第１のアーム３３０Ａ、及びチャネル３３２Ｂ（例えば、第１のチャネル
３３２Ｂ）を画定する第２のアーム３３０Ｂ）と、第１のアーム３３０Ａに縦方向に隣接
して（すなわち、近位の）位置するランド３４０と、基部３１０を通して形成された複数
の開口、又は穿孔３５０とを含む。基部３１０（又はブラケット３０２若しくはブラケッ
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ト３０２を備えているシステム）は、また、遠位端３１１と近位端３１３との間で縦方向
に（例えば、医療用物品６０によって画定さているように）延在する縦方軸Ａ’’’を含
むか、又は画定することができる（図１２を参照）。
【００９０】
　ブラケット３０２は、図１０～１２のブラケット３０２がわずかに異なる（例えば、基
部２１０の）全体的な形状を有することと、第２のアーム３３０Ｂがブラケット２０２の
第２のアーム２３０Ｂよりも長いことと、いずれのアーム３３０Ａ、３３０Ｂも自由端３
３６Ａ、３３６Ｂに隣接した保持特徴を含まないことと、ブラケット３０２がランド３４
０によって画定された第１主面３１２に形成されたグルーブ又はリッジを含まないことと
、ブラケット３０２が透過性及び通気性の向上のために基部３１０を通して基部３１０の
遠位端３１１に向かって形成された複数の開口又は穿孔３５０を含むこととを除いて、図
７～９のブラケット２０２との多くの類似点を含む。ブラケット３０２は、特にブラケッ
ト２０２（又は、ブラケット１０２）のものよりも長いか又は薄い基部３１０を含み、そ
のため、縦方向のブラケット３０２の安定性を向上させることができ、更に、使用中にブ
ラケット３０２がシステムの他の構成要素（例えば、基部被覆材）から剥離されることを
抑制することができる。図１～６のブラケット１０２又は図７～９のブラケット２０２の
いずれかについて上述された特徴のうちの任意のものは、図１０～１２のブラケット３０
２に利用されることができ、その逆も同じであることが理解されなければならない。
【００９１】
　それぞれのアーム３３０Ａ、３３０Ｂは、固定端３３４Ａ、３３４Ｂ及び自由端３３６
Ａ、３３６Ｂを含み、図７～９のブラケット２０２と同様に、アーム３３０Ａ及び３３０
Ｂは互いに対向し、それにより、１つのアーム（例えば、第１のアーム３３０Ａ）は、基
部３１０の第１の側面３２７（例えば、図１２の左側面）の上にその固定端（例えば、固
定端３３４Ａ）を有することができ、別のアーム（例えば、第２のアーム３３０Ｂ）は、
第１の側面３２７の反対側の第２の側面３２９（例えば、図１２の右側面）の上にその固
定端（例えば、固定端３３４Ｂ）を有することができ、それにより、アーム３３０同士（
例えば、第１のアーム３３０Ａ及び第２のアーム３３０Ｂ）は互いに対向する。そのよう
な実施形態において、アーム３３０は、医療用物品６０の横方向の（例えば、左右の）移
動を一緒に抑制することができ、アーム３３０によって画定されたチャネル（例えば、チ
ャネル３３２Ａ及び３３２Ｂ）からの医療用物品６０の望ましくない取外しを一緒に抑制
することができる。
【００９２】
　一部の実施形態において、アーム３３０同士は同一であることができ、一部の実施形態
においては、示されているように、アーム３３０同士は同一である必要がないか、又は同
一の寸法のものである必要がない。示されているように、一部の実施形態において、第１
のアーム３３０Ａは、第２のアーム３３０Ｂよりも長く（及び／又は他の寸法がより長く
）あることができ、そのため、医療用物品６０をブラケット３０２に連結することを容易
にすることができ、具体的には、医療用物品６０の少なくとも一部分をそれぞれのアーム
３３０Ａ、３３０Ｂの下で各チャネル３３２Ａ、３３２Ｂの中へ配置することを容易にす
ることができる。更に、単に例として、アーム３３０Ａ及び３３０Ｂの自由端３３６Ａ及
び３３６Ｂは、互いにそばを通るように示されており、それにより、アーム３３０同士は
重畳するか、又は交差する。ブラケット３０２のアーム３３０の構成及び相対的なサイズ
は単に例として示されており、他の構成又は相対的なサイズが使用されることができる。
例えば、一部の実施形態において、第２のアーム３３０は、示されているものよりも短い
か、又は長くあることができ、一部の実施形態においては、アーム３３０同士は必ずしも
重畳するわけではない。更に、アーム３３０Ａ及び３３０Ｂは、互いに対して実質的に平
行であるように示されているが、そうである必要はない。
【００９３】
　アーム３３０は、相互から（すなわち、隣接したアーム３３０から）、更にポスト３２
０から、ある縦方向距離だけ分離されているように示されている。単に例として、第２の
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アーム３３０Ｂは、ポスト２２０と第１のアーム３３０Ａの間の縦方向のおよそ中心にあ
るように示されているが、他の配列も可能である。
【００９４】
　示されているように、一部の実施形態において、ポスト３２０及びアーム３３０は、基
部３１０に対して、及び互いに固定されることができる。図１０～１２の実施形態におい
て、ポスト３２０及びアーム３３０は、基部３１０と一体的に形成されているが、そうで
ある必要はない。一部の実施形態において、ポスト３２０及びアーム３３０は、基部３１
０に対して固定されるように基部３１０に連結されることができる。一部の実施形態にお
いて、ポスト３２０及びアーム３３０は、基部３１０に直接的に連結されることにより、
介在する要素及び構造がポスト３２０と基部３１０との間、又はアーム３３０と基部３１
０との間に配置又は連結されず、一部の実施形態において、ポスト３２０及びアーム３３
０は、付加的な構造又は要素によって基部３１０に間接的に連結される。
【００９５】
　図１０～１２に示されていないが、ブラケット３０２は、インディシア１０８及び２０
８と同様の、医療用物品６０をブラケット３０２に連結するための視覚的手掛かりを提供
するためのインディシアを更に含むことができる。
【００９６】
　図１３～１５は、例えば、図１～６の医療用物品固定システム１００、又は以下で述べ
られ、図１９～２５に示される他のシステムのような本開示の医療用物品固定システム及
び方法と共に利用されることができる別の実施形態によるブラケット４０２を示している
。図１３は、ブラケット４０２に連結された医療用物品６０’を示している。単に例とし
て、医療用物品６０’は、２つの入力カテーテル６２’、カテーテルハブ６４’及び１つ
の出力カテーテル６６’を備えているカテーテルシステムであるように示されている。
【００９７】
　ブラケット４０２は、第１主面４１２、遠位端４１１、及び近位端４１３を有する基部
４１０と、遠位端４２１及び近位端４２３を有する１つのポスト４２０と、２つのアーム
４３０（チャネル４３２Ａ（例えば、第１のチャネル４３２Ａ）を画定する第１のアーム
４３０Ａ、及びチャネル４３２Ｂ（例えば、第１のチャネル４３２Ｂ）を画定する第２の
アーム４３０Ｂ）と、基部４１０を通して形成された複数の開口又は穿孔４５０とを含む
。基部４１０（又は、ブラケット４０２若しくはブラケット４０２を備えているシステム
）は、また、縦方向に（例えば、医療用物品６０’によって画定されるように）、遠位端
４１１と近位端４１３との間に延在する縦軸Ａ’’’’を含むか、又は画定することがで
きる（図１５を参照）。
【００９８】
　ブラケット４０２は、上述され、図１～１２に示された他のブラケットとは異なる全体
的な形状及び構成（例えば、基部４１０の形状）を有する。更に、ブラケット４０２は、
ブラケット４０２が単一のポスト４２０、及び基部４１０の第１主面４１２に実質的に平
行に、ポスト４２０から延在している２つのアーム４３０を含むという点で、上述の他の
ものと異なっている。一部の実施形態において、ポスト４２０（及び／又はアーム４３０
）の上面は、医療用物品（例えば、医療用物品６０’）の少なくとも一部分を受容するよ
うに構成されることができる。例えば、一部の実施形態において、ポスト４２０及び／又
はアーム４３０の上面は、医療用物品（例えば、カテーテル、チューブなど）の少なくと
も一部分を受容するように構成されることができる縦方向のグルーブ及び／又はリッジを
含むことができる。
【００９９】
　図１３～１５に示されていないが、ブラケット４０２は、インディシア１０８及び２０
８と同様の、医療用物品６０’をブラケット４０２に連結するための視覚的手掛かりを提
供するためのインディシアを更に含むことができる。
【０１００】
　ブラケット４０２は、特に、ポスト４２０と基部４１０の遠位端４１１との間に、基部



(24) JP 2015-530154 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

４１０を通して形成されたより多くの開口又は穿孔４５０を含む。更に、特に、基部４１
０の遠位端４１１とポスト４２０との間の区域の第１主面４１２は、例えば、カテーテル
ハブ６４’のような医療用物品６０’の少なくとも一部分を受容するように構成されるこ
とができる。
【０１０１】
　上述のブラケットと同様に、ブラケット４０２は、縦方向に（例えば、縦軸Ａ’’’’
に沿って）実質的な長さを含むことにより、医療用物品６０’（又は、その部分）を受容
し、使用中にブラケット４０２がシステムの他の要素（例えば、基部被覆材）から剥離す
ることを抑制し、特に、医療用物品６０’が延在する縦方向における患者の皮膚の上のブ
ラケット４０２の安定性を向上させる。
【０１０２】
　単に例として、ブラケット４０２は、立上り領域若しくはランド、又は斜面が付けられ
た若しくは傾斜した表面を含まず、むしろ、実質的に平坦である。しかし、ブラケット４
０２は、上述のランド構造、グルーブ、陥凹、斜面が付けられた表面などのうちの任意の
ものを含むことにより、医療用物品６０’の保持を強化することができる。
【０１０３】
　ポスト４２０、及び特にポスト４２０の遠位端４２１は、上述のポストと同様に、医療
用物品６０’の外面（例えば、表面Ｓ’）に当接するように構成されることができる。し
かし、上述のポストと異なり、ポスト４２０は単数であり、また、台座４３７をアーム４
３０Ａ及び４３０Ｂの各々に提供する。ポスト４２０は、したがって、医療用物品６０’
がブラケット４０２に連結されているときに医療用物品６０’の少なくとも縦方向の（例
えば、近位への）移動を抑制することができる。
【０１０４】
　アーム４３０は、丸い形状を有するように示されており、そのために、図１３に示すよ
うに、入力カテーテル６２’のような医療用物品６０’におけるチューブ状の構造の保持
を強化することができる。しかし、わずかに丸い構成を有するだけで、アーム４３０は基
部４１０の第１主面４１２と概ね平行に延在すると考えられることができる。例えば、そ
れぞれのアーム４３０の上部の丸い表面についての接線は、第１主面４１２に実質的に平
行に延在することができる。
【０１０５】
　それぞれのアーム４３０Ａ及び４３０Ｂは、基部４１０に（例えば、固定して）連結さ
れ、第１主面４１２から或る鉛直方向の距離だけ離間配置されていることにより、各々の
チャネル４３２Ａ、４３２Ａをアーム４３０Ａ、４３０Ｂの下に各々画定する。それぞれ
のアーム４３０Ａ、４３０Ｂは、固定端４３４Ａ、４３４Ｂ及び自由端４３６Ａ、４３６
Ｂを含む。基部４１０から外側に延在するよりむしろ、一部の実施形態においては、示さ
れているように、それぞれのアーム４３０Ａ、４３０Ｂは、基部４１０と少なくとも部分
的に重畳する関係で配置されることができ、それにより、アーム４３０Ａ、４３０Ｂの少
なくとも一部分は、基部４１０の第１主面４１２の上に延在する。
【０１０６】
　更に、一部の実施形態において、図１３～１５に示されているように、それぞれのアー
ム４３０Ａ、４３０Ｂの固定端４３４Ａ、４３４Ｂは、ポスト４２０に連結又はそれに提
供されることができ（そのため、それぞれのアーム４３０Ａ、４３０Ｂのための台座４３
７として用いられることができる）、それぞれのアーム４３０Ａ、４３０Ｂの自由端４３
６Ａ、４３６Ｂは、ポスト４２０から外側に延在することができ、それにより、それぞれ
のアーム４３０Ａ、４３０Ｂは、ポスト４２０に対して片持ち状になる。更に、それぞれ
のアーム４３０Ａ、４３０Ｂは、固定端４３４Ａ、４３４Ｂ及び自由端４３６Ａ、４３６
Ｂを含む水平突起４３９Ａ、４３９Ｂを含むことができ、ポスト４２０から外側に延在し
、それにより、水平突起４３９Ａ、４３９Ｂは、ポスト４２０（すなわち、台座４３７）
に対して実質的に垂直である。一部の実施形態において、示されているように、ポスト４
２０とアーム４３０とは、同一の構造によって提供されることができ、それにより、ポス
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ト４２０と少なくとも１つのアーム４３０とは一体的に形成される。
【０１０７】
　更に、示されているように、一部の実施形態において、アーム４３０Ａ及び４３０Ｂ、
具体的には、アーム４３０Ａ及び４３０Ｂの固定端４３４Ａ、４３４Ｂは、ポスト４２０
の遠位端４２１に対して近位側に、又はポスト４２０の遠位端４２１を越えて遠位ではな
く位置することができる。
【０１０８】
　それぞれのチャネル４３２Ａ、４３２Ｂは、医療用物品６０’の少なくとも一部分（例
えば、（単数又は複数の）ポスト４２０に隣接して配置された部分よりも近位の部分）を
各々のアーム４３０Ａ、４３０Ｂと基部４１０との間に受容するように寸法決めすること
ができる２つのアーム４３０Ａ及び４３０Ｂは、単に例として示されており、所定の医療
用物品６０’に必要である数のアーム４３０が使用されることができることが理解されな
ければならない。
【０１０９】
　医療用物品６０’がブラケット４０２に（図１３に示されているように）連結され、そ
の部分がアーム４３０Ａ及び４３０Ｂによって画定されたチャネル４３２Ａ及び４３２Ｂ
の中に各々配置されているときにアーム４３０Ａ及び４３０Ｂは、医療用物品６０’の、
少なくとも基部４１０の第１主面４１２の概ね垂直な方向の移動を抑制する、すなわち、
医療用物品６０’が患者の皮膚から引き離されることを抑制するように構成されることが
できる。基部４１０の縦軸Ａ’’’’に対するアーム４３０Ａ及び４３０Ｂの向きに従っ
て、アーム４３０Ａ、４３０Ｂは、また、医療用物品６０’がブラケット４０２に連結さ
れているときに医療用物品６０’の他の方向（例えば、横方向又は斜め方向）の移動を抑
制することができる。
【０１１０】
　図１３～１５に示されているように、それぞれのアーム４３０Ａ及び４３０Ｂは、医療
用物品６０’がブラケット４０２に連結されているときに基部４１０（又は、ブラケット
４０２若しくはブラケット４０２を備えているシステム）の縦軸Ａ’’’’に対して、更
に医療用物品６０’の縦軸Ａに対して概ね横方向に延在する。このように、固定端４３４
Ａ、４３４Ｂは、固定された横方向の端部４３４Ａ、４３４Ｂであり、自由端４３６Ａ、
４３６Ｂは、自由な横方向の端部４３６Ａ、４３６Ｂである。それにより、それぞれのア
ーム４３０Ａ、４３０Ｂは、また、医療用物品６０’の横方向の、具体的には、ポスト４
２０（すなわち、台座４３７）に向かう横方向の移動を抑制することができる。そのよう
な実施形態において、ポスト４２０は、また、医療用物品６０’のために横方向の止め具
として機能することができる。
【０１１１】
　上述のブラケット２０２及び３０２と異なり、ブラケット４０２のアーム４３０Ａ、４
３０Ｂは、互いに重畳又は交差しない。むしろ、アーム４３０Ａ、４３０Ｂは、ポスト４
２０から、反対側の方向に延在する。単に例として、ポスト４２０は、基部４１０につい
ての概ね中央に位置するように示されており、第１のアーム４３０Ａの自由端４３６Ａは
、ポスト４２０から概ね基部４１０の第１の側面４２７（例えば、図１５の左側面）に向
かって延在し、第２のアーム４３０Ｂの自由端４３６Ｂは、ポスト４２０から基部４１０
の第２の側面４２９（例えば、図１５の右側面）に向かう反対側の方向に延在する。一緒
になって、アーム４３０は、医療用物品６０’（例えば、入力カテーテル６２’のような
医療用物品６０’の２つの部分の）の横方向の（例えば、左右の）移動を抑制することが
できる。
【０１１２】
　更に示されているように、一部の実施形態において、アーム４３０Ａ、４３０Ｂは、ポ
スト４２０に直接隣接して、具体的には、ポスト４２０の遠位端４２１に直接隣接して位
置することができ、それにより、ポスト４２０とアーム４３０とは、ある縦方向距離だけ
離れて分離されるようなことがない。この配列のために、一部の実施形態において、医療



(26) JP 2015-530154 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

用物品６０’の外面Ｓ’をポスト４２０の遠位端４２１に隣接して当接させることは、医
療用物品６０’の一部分（例えば、入力カテーテル６２’）をアーム４３０Ａ、４３０Ｂ
によって画定された第１のチャネル４３２Ａ、４３２Ｂの中に配置することと実質的に同
時に生じることができる。そのような動作が、非常に簡単に、及び医療用物品６０’、患
者の皮膚（例えば、図１に示された皮膚５０）、又は挿入部位（例えば、図１に示された
挿入部位６５）に作用させられる最小の数の工程又は力によって遂行されることができる
。例えば、概ね１つの簡単な動きによって、カテーテルハブ６４’の近位の鉛直外面Ｓ’
がポスト４２０の遠位端４２１に対して当接、又は整列させられることができ、入力カテ
ーテル６２’は、例えば、場合によっては、片手だけによっても、アーム４３０の下に通
されることができる。
【０１１３】
　「実質的に同時に」というフレーズは、１つの動作と別の動作の２つの動作がちょうど
同時に生じる場合、又は１つの動作が、また、１つ以上の付加的な動作を遂行する場合だ
けでなく、１つの動作が別の動作の前後の直近で起こることを含むように意図されている
。
【０１１４】
　示されているように、一部の実施形態において、アーム４３０は、同一及び対称（例え
ば、縦軸Ａ’’’’の周りで）であることができ、アーム４３０は、同一の縦方向位置で
ポスト４２０から外側に延在する。しかし、必ずしもそうである必要はない。例えば、一
部の実施形態において、アーム４３０は、形状又はサイズが同一でなくてもよく、及び／
又はポスト４２０は基部４１０と中心が合っていなくてもよく、及び／又はアーム４３０
は、ポスト４２０の縦方向の長さに沿った異なる縦方向位置でポスト４２０から延在して
もよい。更に、一部の実施形態において、複数の第１のアーム４３０Ａ及び／又は複数の
第２のアーム４３０Ｂが使用されることができ、ポスト４２０は、図１３～１５に示され
ているポスト４２０よりも縦方向により長く延在することができる。
【０１１５】
　更に、一部の実施形態において、ポスト４２０は、実際に、ある横方向距離だけ離れて
分離した２つのポスト４２０に分離されることができることにより、例えば、その間に、
医療用物品の少なくとも一部分（例えば、図１に示されている医療用物品６０と同様の三
入力カテーテルシステムの中央カテーテル）を受容するように寸法決めすることができる
チャネル（第２のチャネル１２５のような）を画定する。そのような実施形態において、
それぞれのポスト４２０は、台座４３７をアーム４３０に提供することができ、ポスト４
２０の遠位端４２１同士は、図１～６のポスト１２０と同様に、医療用物品の外面（例え
ば、表面Ｓ’）に一緒に当接することができる。他の構成が異なる医療用物品に対応する
ために企図されることができる。
【０１１６】
　示されているように、一部の実施形態において、ポスト４２０及びアーム４３０は、基
部４１０に対して、及び互いに固定されることができる。図１３～１５の実施形態におい
て、ポスト４２０及びアーム４３０は、基部４１０と一緒に、及び互いに一体的に形成さ
れることができるが、そうである必要はない。一部の実施形態において、ポスト４２０及
びアーム４３０は、基部４１０に対して固定されるように基部４１０に連結されることが
できる。一部の実施形態において、ポスト４２０及びアーム４３０は、介在する要素又は
構造がポスト４２０と基部４１０との間に配置又は連結されないように、基部４１０に直
接的に連結され、一部の実施形態においては、ポスト４２０及びアーム４３０は、付加的
な構造又は要素によって基部４１０に間接的に連結される。
【０１１７】
　図１６～１８は、例えば、図１～６の医療用物品固定システム１００、又は以下で述べ
られ図１９～２５に示される他のシステムのような本開示の医療用物品固定システム及び
方法と共に使用されることができる別の実施形態によるブラケット５０２を示している。
単に例として、図１６は、ブラケット５０２に連結される医療用物品６０を示している。
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【０１１８】
　ブラケット５０２は、第１主面５１２、遠位端５１１、及び近位端５１３を有する基部
５１０と、チャネル５２５（例えば、第２のチャネル５２５）を間に画定する２つのポス
ト５２０であって、それぞれのポスト５２０は遠位端５２１及び近位端５２３を有する、
２つのポストと、２つのアーム５３０と、ポスト５２０及びアーム５３０に隣接して（す
なわち、ポスト５２０の遠位端５２１に対して近位側に）位置するランド５４０と、ラン
ド５４０によって画定された第１主面５１２に形成された複数のグルーブ５４８及び／又
はリッジ５４９と、基部５１０を通して形成された複数の開口又は穿孔５５０とを含む。
基部５１０（又は、ブラケット５０２若しくはブラケット５０２を備えているシステム）
は、また、（例えば、医療用物品６０によって画定されるような）遠位端５１１と近位端
５１３との間で縦方向に延在する縦軸Ａ’’’’’（図１８を参照）を含むか、又は画定
することができる。
【０１１９】
　ブラケット５０２は、上述され、図１～１５に示されている他のブラケットと異なる全
体的な形状及び構成（例えば、基部５１０の形状）を有する。更に、ブラケット５０２が
、医療用物品６０がブラケット５０２に連結されているときに実質的に、基部５１０の縦
軸Ａ’’’’’に沿って、及び医療用物品６０の縦軸Ａに沿って、すなわち、横方向であ
るよりむしろ縦方向に延在する２つのアーム５３０を含むという点で、ブラケット５０２
は上述の他ものと異なっている。
【０１２０】
　ブラケット５０２は、第１の側面５２７（例えば、図１８の左側面）の方に位置する第
１のアーム５３０Ａと、第２の側面５２９（例えば、図１８の右側面）の方に位置する第
２のアーム５３０Ｂとを含む。それぞれのアーム５３０Ａ及び５３０Ｂは、基部５１０に
（例えば、固定的に）連結され、第１主面５１２から或る鉛直方向の距離だけ離間配置さ
れている。アーム５３０Ａ及び５３０Ｂは、同一方向に延在し、一緒にチャネル５３２（
例えば、第１のチャネル５３２）を医療用物品６０の少なくとも一部分を受容するように
寸法決めされたアーム５３０Ａ及び５３０Ｂの下に画定する。一部の実施形態において、
示されているように、それぞれのアーム５３０Ａ、５３０Ｂは、基部５１０と少なくとも
部分的に重畳する関係で配置されていることができ、それにより、アーム５３０Ａ、５３
０Ｂの少なくとも一部分は、基部５１０の第１主面５１２の上に延在する。
【０１２１】
　それぞれのアーム５３０Ａ、５３０Ｂは、ポスト５２０に連結されているか、又はそれ
によって提供されている固定端５３４Ａ、５３４Ｂと、自由端５３６Ａ、５３６Ｂとを含
む。すなわち、それぞれのポスト５２０は、台座５３７をアーム５３０に提供することが
できる。更に、それぞれのアーム５３０Ａ、５３０Ｂは、基部５１０の第１主面５１２に
実質的に平行に延在する水平突起５３９Ａ、５３９Ｂを含み、それにより、水平突起５３
９Ａ、５３９Ｂは、各々のポスト５２０（すなわち、台座５３７）に実質的に垂直である
。それぞれの水平突起５３９Ａ、５３９Ｂは、固定端５３４Ａ、５３４Ｂと、自由端５３
６Ａ、５３６Ｂとを含むと考えられることができる。単に例として、それぞれのアーム５
３０Ａ、５３０Ｂは、ポスト５２０から概ね遠位側に延在しているように示されているが
、それぞれのアーム５３０Ａ、５３０Ｂの固定端５３４Ａ、５３４Ｂは、その各々のポス
ト５２０（すなわち、台座５３７）の遠位端５２１を越えて遠位側には位置しない。一部
の実施形態において、示されているように、ポスト５２０のうちの一つ以上及びアーム５
３０のうちの一つ以上は、同一の構造によって提供されることができ、それにより、それ
ぞれのポスト５２０及び少なくとも１つのアーム５３０は、一体的に形成される。２つの
アーム５３０Ａ及び５３０Ｂは、単に例として示されており、所定の医療用物品に必要な
数のアーム５３０が利用されることができることが理解されなければならない。
【０１２２】
　医療用物品６０がブラケット５０２に（図１６に示されているように）連結され、その
一部分がアーム５３０Ａ及び５３０Ｂによって画定されたチャネル５３２の中に配置され
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ているときにアーム５３０Ａ及び５３０Ｂは、少なくとも基部５１０の第１主面５１２の
概ね垂直な方向における医療用物品６０の移動を抑制、すなわち、医療用物品６０が患者
の皮膚から引き離されることを抑制するように構成されることができる。
【０１２３】
　上記のように、それぞれのアーム５３０Ａ及び５３０Ｂは、医療用物品６０がブラケッ
ト５０２に連結されているときに基部５１０（又は、ブラケット５０２若しくはブラケッ
ト５０２を備えているシステム）の縦軸Ａ’’’’’に関して、更に医療用物品６０の縦
軸Ａに関して、概ね縦方向に延在する。このように、固定端５３４Ａ、５３４Ｂは、固定
された縦方向の端部５３４Ａ、５３４Ｂであり、自由端５３６Ａ、５３６Ｂは、自由な縦
方向の端部５３６Ａ、５３６Ｂである。
【０１２４】
　上述のブラケット２０２及び３０２と異なり、ブラケット５０２のアーム５３０Ａ、５
３０Ｂは、互いに重畳又は交差しない。むしろ、アーム５３０Ａ、５３０Ｂは、互いに概
ね平行な、同一の方向に延在する。示されているように、一部の実施形態において、アー
ム５３０は、同一であり、（例えば縦軸Ａ’’’’’の周りに）対称であることができ、
アーム５３０は、同一の縦方向位置及び対称な横方向位置においてポスト５２０から外側
に延在することができる。しかし、必ずしもそうである必要はない。例えば、一部の実施
形態において、アーム５３０は、形状又はサイズが同一でなくともよく、及び／又はポス
ト５２０は、基部５１０と中心が合っていなくてもよく、及び／又はアーム５３０は、異
なる縦方向位置又は非対称の横方向位置においてポスト５２０から延在してもよい。
【０１２５】
　ポスト５２０の遠位端５２１は、医療用物品６０がブラケット５０２に連結されている
ときに医療用物品６０の外面Ｓに当接して、医療用物品６０の少なくとも縦方向の（例え
ば、近位の）移動を抑制するように構成されることができる。更に、アーム５３０は、医
療用物品６０の少なくとも鉛直方向の、すなわち、基部５１０及び患者の皮膚から離れる
方への移動を抑制するように構成されることができる。
【０１２６】
　更に示されているように、一部の実施形態において、アーム５３０Ａ、５３０Ｂは、ポ
スト５２０に直接隣接して、具体的には、ポスト５２０の遠位端５２１に直接隣接して位
置することができ、それにより、ポスト５２０とアーム５３０とは、ある縦方向距離だけ
離れて分離されるようなことがない。この配列のために、一部の実施形態において、医療
用物品６０の外面Ｓをポスト５２０の遠位端５２１に隣接して当接させること、及び医療
用物品６０の少なくとも一部分（例えば、中央入力カテーテル６２）をポスト５２０同士
の間に画定された第２のチャネル５２５の中に配置することは、医療用物品６０の一部分
（例えば、カテーテルハブ６４）をアーム５３０Ａ、５３０Ｂによって画定された第１の
チャネル５３２の中に配置することと実質的に同時に起こることができる。そのような動
作が、非常に簡単に、かつ医療用物品６０、患者の皮膚（例えば、図１に示された皮膚５
０）、又は挿入部位（例えば、図１に示された挿入部位６５）に作用させられる最小の数
の工程又は力によって遂行されることができる。例えば、概ね１つの簡単な動きによって
、カテーテルハブ６４の近位の鉛直外面Ｓがポスト５２０の遠位端５２１に対して当接、
又は整列させられることができ、入力カテーテル６２は、場合によっては、例えば、片手
だけによってもアーム５３０の下に通されることができる。
【０１２７】
　上述のように、ブラケット５０２は、ポスト５２０及びアーム５３０に隣接して横方向
に、並びにポスト５２０の遠位端５２１に対して近位側に（又は、それを越えて遠位では
なく）位置するランド５４０を更に含むことができる。ランド５４０の高さは、医療用物
品６０の少なくとも一部分（例えば、カテーテルハブ６４）がポスト５２０に対して近位
側に位置する基部５１０の平坦な部分に対して平坦な状態で載ることを可能にし、医療用
物品６０の一部分（例えば、入力カテーテル６２）がポスト５２０及びアーム５３０に隣
接して通過することを可能にするように構成されることができる。
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【０１２８】
　上記のように、ランド５４０は、例えば、医療用物品６０の少なくとも一部分（例えば
、入力カテーテル６２）を受容するように寸法決めされた一つ以上のグルーブ５４８及び
／又はリッジ５４９（例えば、縦方向のグルーブ及び／又はリッジ）を含むことによって
医療用物品６０の少なくとも一部分を保持するように更に構成されることができる。グル
ーブ５４８及び／又はリッジ５４９は、医療用物品６０がブラケット５０２に連結されて
いるときに医療用物品６０の少なくとも横方向の移動を抑制するように構成されることが
できる。
【０１２９】
　図１６～１８には示されてないが、ブラケット５０２は、インディシア１０８及び２０
８と同様の、医療用物品６０をブラケット５０２に連結するための視覚的手掛かりを提供
するためのインディシアを更に含むことができる。
【０１３０】
　ブラケット５０２は、透過性及び通気性を向上させるために、基部５１０を通して形成
された複数の開口又は穿孔５５０を含む。単に例として、穿孔５５０は基部５１０を通し
て、アーム５３０Ａ、５３０Ｂの自由端５３６Ａ、５３６Ｂと基部５１０の遠位端５１１
との間に位置する領域全体で形成される。更に、第１主面５１２は、特に、基部５１０の
遠位端５１１とポスト５２０との間の領域において、例えば、カテーテルハブ６４のよう
な医療用物品６０の少なくとも一部分を受容するように構成されることができる。
【０１３１】
　示されているように、一部の実施形態において、ポスト５２０及びアーム５３０は、基
部５１０に対して、及び互いに固定されることができる。図１６～１８の実施形態におい
て、ポスト５２０及びアーム５３０は、基部５１０と一体的に形成されているが、そうで
ある必要はない。一部の実施形態において、ポスト５２０及びアーム５３０は、基部５１
０に対して固定されるように基部５１０に連結されることができる。一部の実施形態にお
いて、ポスト５２０及びアーム５３０は、直接的に基部５１０に連結されることにより、
介在する要素又は構造がポスト５２０と基部５１０との間に配置又は連結されず、一部の
実施形態においては、ポスト５２０及びアーム５３０は、付加的な構造又は要素によって
、関接的に基部５１０に連結される。
【０１３２】
　本開示のシステム及び方法に関する付加的な詳細は、同時係属の米国特許出願第６１／
６９５，８７８号（２０１２年８月３１日出願）に見ることができ、それは参照によって
本明細書に援用される。
【０１３３】
　（フラップ）
　上記のように、本開示のシステムについての一部の実施形態は、図１～４に示されるフ
ラップ１０６のようなフラップを含むことができる。一部の実施形態において、フラップ
１０６は、医療用物品（例えば、医療用物品６０）の横方向の、縦方向の、及び／又は鉛
直方向の移動を抑制するために十分な安全を提供することができることにより、ポスト１
２０及びアーム１３０のうちの１つ以上がシステム１００から除去されることを可能にす
る。一部の実施形態において、本開示のシステムは、フラップと、ベース（例えば、ベー
ス１１０、２１０、３１０、４１０、及び５１０のうちの任意のもの）及びアーム（例え
ば、アーム１３０、２３０、３３０、４３０及び５３０のうちの一つ以上）を備えている
ブラケット（例えば、上記のブラケット１０２、２０２、３０２、４０２、及び５０２の
うちの任意のもの）とを含むことができ、フラップ（例えば、フラップ１０６）とアーム
とは、医療用物品の少なくとも鉛直方向の移動を一緒に抑制することができ、一部の実施
形態において、医療用物品の横方向及び／又は縦方向の移動を更に抑制することができる
。
【０１３４】
　本開示のフラップは、特に、本開示のブラケットに対して可撓性を有することができ、
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ブラケットは、フラップに対して比較的剛性を有することができる。フラップは、したが
って、より大きな柔軟性及び順応性を有する要素を本開示のシステムに提供することがで
きることにより、ブラケットの構造剛性及び健全性を補足及び付加することができる。本
開示のブラケットの頑健さは、ブラケットへの医療用物品の容易で、信頼性が高く、繰返
し可能な接合及び分離を提供することができ、本開示のフラップは、更なる安全を提供す
ることができる。本開示のフラップは、また、システムに連結される具体的な医療用物品
に従って特定レベルの柔軟性を提供することができ、その理由は、フラップが、様々な医
療用物品の構成及びサイズに対応するようにサイズ設定及び構成されることができるから
である。例えば、フラップは、様々な医療用物品に対応することに十分な長さを有するこ
とができ、より小さい医療用物品の場合にブラケット及び医療用物品の更に上に容易に引
っ張られることができる。フラップの柔軟性は、（例えば、下記のように、利用される場
合にヒンジに隣接して）フラップの破壊を防止することに概ね十分であるが、それでも、
医療用物品がシステムに連結されているときに、構造上の健全性を提供し、医療用物品の
移動を抑制することに十分な剛性を有する。
【０１３５】
　本開示のフラップは、様々な材料から形成されることができ、それらの材料は、次のも
のに限定されないが、ファブリック、織布網、不織布網、ニット、ポリマー膜、エラスト
マー、これらの組合せ、又は上記の任意のものを備えているラミネート構造である。一部
の実施形態において、フラップは、基材（例えば、上に列挙した材料のうちの任意のもの
から形成された）、及び接着剤（例えば、接着剤がフラップのための固定手段として用い
られる場合）を含むことができる。一部の実施形態において、フラップは、３Ｍ社（セン
トポール、ＭＮ）からの商品名ＤＵＲＡＰＯＲＥ（登録商標）及びＴＲＡＮＳＰＯＲＥ（
登録商標）の下に利用できる医療用テープのような医療用テープから形成されることがで
きる。本開示のフラップ（すなわち、フラップの基材）は、一般に、医療用物品６０の一
部分に順応するために可撓性が十分大きく、かつ、軸方向、鉛直方向及び／又は横方向の
力が作用させられたときに変形に抵抗するために剛性が十分大きいことが必要である。一
部の実施形態において、フラップ（すなわち、フラップの基材）は、約１ｍｉｌ（０．０
２ｍｍ）から約６ｍｉｌ（０．１５ｍｍ）までの範囲の厚さを有することができる。フラ
ップの固定手段は、一般に、医療用物品６０にしっかりと取り付けるために十分な付着力
を有する一方で、きれいに取り外される（すなわち、固定手段が接着剤を備えている場合
にほとんど残渣を伴わない）ことも可能でなければならない。
【０１３６】
　本開示のフラップは、最初に、一般に図１～４のフラップ１０６に関して述べられる。
次に、様々な他の実施形態が図１９～２５に関して述べられる。フラップ１０６に関して
述べられる特徴及び要素のうちの任意のものは、図１９～２５の後の実施形態に等しく適
用されることができ、その逆も同じであることが理解されなければならない。更に、図１
～４及び１９～２５に示されているフラップ構成は、例示目的のためだけに、特定のシス
テム及びブラケットと組み合わせて使用されるように示されており、図１～４及び１９～
２５に示されているフラップ構成は、また、本開示の他のブラケット及びシステムと組み
合わせて使用されることができることが理解されなければならない。
【０１３７】
　図１～４に示されているように、フラップ１０６は、第１の固定端１７０と、第２の自
由端１７２とを含むことができ、第２の自由端１７２は、第１の固定端１７０、ブラケッ
ト１０２、及び医療用物品６０に対して、フラップ１０６が医療用物品６０及び／又はブ
ラケット１０２の上に配置されない第１の位置Ｐ１（図２～４を参照）と、フラップ１０
６の少なくとも一部分が、ブラケット１０２（及び医療用物品６０がシステム１００に連
結されているときの医療用物品６０）の上に（すなわち、重畳する関係で）配置されてい
る第２の位置Ｐ２（図１を参照）との間で移動可能である。フラップ１０６の自由端１７
２が第２の位置Ｐ２に在るときにフラップ１０６は、医療用物品６０の少なくとも一部分
を受容するように寸法決めすることができるチャネル１７３（図１を参照）をその下に画
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定し、一部の実施形態において、アーム１３０によって画定されたチャネル１３２と概ね
整列させられることができる。一部の実施形態において、チャネル１７３は、例えば、フ
ラップ１０６が、第２の位置Ｐ２に在るときに縦軸Ａ’に対して概ね横方向に延在する実
施形態において、基部１１０の縦軸Ａ’に概ね平行な向きにすることができる。すなわち
、一部の実施形態において、フラップ１０６は、フラップ１０６が第２の位置Ｐ２に在る
ときに基部１１０の縦軸Ａ’を横断して延在することができる。
【０１３８】
　フラップ１０６は、また、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されている第２の
位置Ｐ２に在るときに医療用物品６０の上に配置されていることができる。第２の位置Ｐ

２において、フラップ１０６は、ブラケット１０２に対する医療用物品６０の移動を更に
抑制することができる。更に、フラップ１０６は、テープ又は他の細片又はファスナーと
いう別個に提供されるピースとは異なるが、その理由は、フラップ１０６は、システム１
００によって提供されるから、具体的には、フラップ１０６の容易で効果的な使用を提供
するために、システム１００の他の構成要素に対する特定の構成及び配列で提供されるか
らである。すなわち、フラップ１０６の第１の固定端１７０は、フラップ１０６の第２の
自由端１７２が第１の位置Ｐ１及び第２の位置Ｐ２に在るときにブラケット１０２に連結
されていることができ、例えば、フラップ１０６が使用される前においてさえ、フラップ
１０６は、システム１００に、特にブラケット１０２にどうにか連結されていることがで
きる。
【０１３９】
　一部の実施形態において、フラップ１０６は、ブラケット１０２に（例えば、下記のよ
うに、ブラケット１０２の端１０３に、及び／又はブラケットの第２主面１１４に）直接
的に連結されることができ、一部の実施形態において、フラップ１０６は、ブラケット１
０２に間接的に連結されることができる（例えば、基部被覆材１０４のような、ブラケッ
ト１０２に連結されているシステム１００の別の構成要素に連結されているか、またはそ
れによって提供される）。
【０１４０】
　一部の実施形態において、示されているようにフラップ１０６は、ブラケット１０２の
縦軸Ａ’に対して、及び医療用物品６０の縦軸Ａに対して、横方向に延在するように構成
することができる。そのような実施形態において、フラップ１０６は、その固定端１７０
から、ブラケット１０２及び医療用物品６０を横切って、その自由端１７２まで１つの方
向に延在するように構成することができ、その方向は、アーム１３０がその固定端１３４
からその自由端１３６まで延在する方向とは異なる方向、例えば、アーム１３０の方向の
実質的に反対側の方向である。前述の別の態様で、一部の実施形態において、フラップ１
０６は、その固定端１７０を基部１１０の第１の側面１２７（図４を参照）の上に有する
ことができ、アーム１３０は、その固定端１３４を第１の側面１２７の反対側の第２の側
面１２９（図４を参照）の上に有することができ、それにより、フラップ１０６とアーム
１３０とは、互いに対向する。そのような実施形態において、フラップ１０６とアーム１
３０とは、医療用物品６０の横方向の（例えば、左右の）移動を一緒に抑制することがで
き、フラップ１０６とアーム１３０とは、互いに補完することができる。そのような実施
形態において、アーム１３０は、少なくとも第１の方向の医療用物品６０の横方向の移動
を抑制するように構成することができ、フラップ１０６は、第１の方向と異なる（例えば
、反対である）少なくとも第２の方向の医療用物品６０の横方向の移動を抑制するように
構成することができる。アーム１３０とフラップ１０６とは、医療用物品６０の鉛直方向
の移動を一緒に抑制することができる。
【０１４１】
　図１～４に示されている実施形態において、フラップ１０６は、基部１１０の縦軸Ａ’
に対して実質的に垂直方向の向きであるが、一部の実施形態においては、フラップ１０６
は、縦軸Ａ’に対して斜角で延在することができ、それにより、フラップ１０６は、それ
でも横方向成分を含み、ブラケット１０２の上を横断するが、９０度の角度にはない（例
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えば、後述の図２３を参照）ことが理解されなければならない。すなわち、一部の実施形
態において、フラップ１０６は、少なくともフラップ１０６の自由端１７２が第２の位置
Ｐ２に在るときにブラケット１０２の基部１１０の縦軸Ａ’に対してゼロ度でも直角でも
ない角度の向きにすることができる。
【０１４２】
　システム１００は、ただ１つのフラップ１０６を含むように示されているが、一部の実
施形態において、システム１００は、複数のフラップ１０６を含むことができ、そのよう
な実施形態において、複数のフラップ１０６は、医療用物品６０の少なくとも鉛直方向の
移動を一緒に抑制することができる。複数のフラップ１０６を利用する実施形態において
、フラップ１０６同士は、医療用物品６０及びブラケット１０２を横断して、同一の方向
、反対側の方向、又はその組合せの方向に延在するように構成することができる。更に、
一部の実施形態において、複数のフラップ１０６のうちの少なくとも２つは、安全を付加
するために、互いに重畳、交差及び／又は横断（例えば、十字交差）するように構成する
ことができる。一部の実施形態において、複数のフラップ１０６は、互いに反対側に（す
なわち、ブラケット１０２を横断して反対側の方向に）延在し、縦方向に離間配置されて
いない少なくとも２つのフラップ１０６を含むことができ、それにより、フラップ１０６
の自由端１７２は、それらの第２の位置Ｐ２に在るときに互いに直接的に重畳する。更に
、複数のフラップ１０６を利用する一部の実施形態において、フラップ１０６は、ブラケ
ット１０２の縦軸Ａ’に対して、及び医療用物品６０の縦軸Ａに対して横方向に延在する
ように構成することができる。そのような実施形態において、複数のフラップ１０６は、
互いに直接隣接して、相互の上面に、又は或る縦方向の距離だけ離間配置することができ
る。例えば、一部の実施形態において、縦方向にフラップ１０６の間隔をあけることは、
フラップ１０６がアーム１３０のようなシステム１００の別の構成要素の両側に（例えば
、アーム１３０に対して近位及び遠位側に）位置することを可能にする。
【０１４３】
　図１に示されているように、一部の実施形態において、フラップ１０６の固定端１７０
は、ヒンジ（例えば、一体ヒンジ）１７４を含むことができ、この周りをフラップ１０６
の自由端１７２が第１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との間で回転することができる。その
ようなヒンジ１７４は、それ自身のフラップ材料の中に、又は基部被覆材１０４のような
、フラップ１０６が連結されているシステム１００の別の構成要素の中に形成することが
できる。図１に示されているように、一部の実施形態において、フラップ１０６は、ブラ
ケット１０２の縁１０３に隣接して位置することができる。図１に更に示されているよう
に、一部の実施形態において、例えば、フラップ１０６がブラケット１０２の縦軸Ａ’対
して横方向に延在する実施形態において、ヒンジ１７４は、ブラケット１０２の基部１１
０の側面（例えば、第１の側面１２７又は第２の側面１２９）に隣接して位置することが
できる。
【０１４４】
　図１～４に示されているように、ブラケット１０２及びフラップ１０６は、基部被覆材
１０４の第１の面１１６に連結することができる。一部の実施形態において、フラップ１
０６の固定端１７０は、ブラケット１０２と基部被覆材１０４との間、すなわち、ブラケ
ット１０２の第２主面１１４と基部被覆材１０４の第１の面１１６との間に連結する（例
えば、挟まれる）ことができる。そのような実施形態が、図１～４に示されている。一部
のフラップ１０６をブラケット１０２と基部被覆材１０４との間に挟むそのような構成は
、付加された安全を提供することができる。
【０１４５】
　フラップ１０６は、様々な連結手段を用いて、ブラケット１０２又は基部被覆材１０４
の部分、又はブラケット１０２と基部被覆材１０４との間に連結することができ、その連
結手段は、次のものに限定されないが、接着剤、粘着剤、磁石、溶接（例えば、音波（例
えば、超音波）溶接）、任意の熱結合又はヒートシーリング技術（例えば、連結されるべ
き構成要素の一方または両方に適用される熱及び／又は圧力）、他の好適な連結手段、又
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はこれらの組み合わせのうちの１つ以上を含む。
【０１４６】
　一部の実施形態において、フラップ１０６は、基部被覆材１０４のようなシステム１０
０の別の構成要素によって提供することができる。例えば、一部の実施形態において、基
部被覆材１０４の少なくとも一部分は、フラップ１０６として機能するために基部被覆材
１０４の残部から剥がされてもよい。更なる例として、一部の実施形態において、フラッ
プ１０６は、基部被覆材１０４の拡張部によって提供することができる。一部の実施形態
において、フラップ１０６及び基部被覆材１０４は、一体的に形成することができる。
【０１４７】
　付加又は代替として、一部の実施形態において、フラップ１０６の固定端は、ブラケッ
ト１０２の基部１１０の第１主面１１２に連結することができ、それにより、フラップ１
０６の自由端１７２は、第２の位置Ｐ２に在るときに次に固定端１７０に重畳する。更に
、一部の実施形態においては、フラップ１０６（特に、フラップ１０６の固定端１７０）
は、基部被覆材１０４、又はブラケット１０２の異なる部分に連結することができる。そ
のような代替のフラップ構成は、図１９～２５について以下で更に詳しく述べられる。一
部の実施形態において、フラップ構成の組合せは、１つのシステムにおいて一緒に利用す
ることができる。
【０１４８】
　少なくともフラップ１０２の自由端１７２、時にはフラップ１０６の面全体が固定手段
を含むことができる。そのような固定手段は、次のものに限定されないが、接着剤、粘着
剤、システム１００の別の要素（例えば、フラップ１０６の固定端１７０からブラケット
１０２の反対側にある基部被覆材１０４）の上に位置するパッドと嵌合する面ファスナー
、他の好適な固定又は固着手段、又はそれらの組合せのうちの１つ以上を含む。
【０１４９】
　フラップ１０６は、第１の面１７６、及び第１の面１７６の反対側の第２の面１７８を
含むことができる。第１の面１７６（又は、フラップ１０６の自由端１７２に隣接する少
なくともその一部分）は、フラップ１０６の自由端１７２が第２の位置Ｐ２に在るときに
医療用物品６０及びブラケット１０２の基部１１０の第１主面１１２に向くように構成す
ることができる。フラップ１０６の第２の面１７８は、フラップ１０６の自由端１７２が
第２の位置Ｐ２に在るときに医療用物品６０及びブラケット１０２から離れる方向を向く
ように構成することができる。一部の実施形態において、フラップ１０６の第１の面１７
６の少なくとも一部分は、固定手段を含むことができる。
【０１５０】
　単に例として、図１～４に示されている実施形態において、フラップ１０６の第１の面
１７６は、第１の面１７６の大部分の上に、特に、自由端１７２に隣接した第１の面の一
部分の上に接着剤を含む。このように、剥離ライナー１７９は、医療用物品６０及びブラ
ケット１０２の上にフラップ１０６を適用する前に取り除かれることができる第１の面１
７６に連結することができる。
【０１５１】
　上記され以下に更に詳しく述べられるように（図１９を参照）、一部の実施形態におい
て、フラップ１０６の第２の面１７８は、ブラケット１０２の基部１１０の第１主面１１
２に連結する（例えば、接着する）ことができる。
【０１５２】
　単に例として示されるように、一部の実施形態において、フラップ１０２の自由端１７
２は、自由端１７２を把持することを容易にするために、フラップ１０６の隣接部分に比
べて拡張することができる。例えば、図１～４に示されているように、フラップ１０６は
、タブ１８０をその自由端１７２に含んでいる。一部の実施形態において、図１～４に示
されているように、タブ１８０は、タブ１８０を把持することを容易にするために、固定
手段（例えば、接着剤）がない状態にあることができる。
【０１５３】
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　一部の実施形態において、図１に示されているように、フラップ１０６は、フラップ１
０６の自由端１７２が第２の位置Ｐ２に在るときにフラップ１０６がブラケット１０２を
横断して延在する方向においてブラケット１０２よりも長くなるように寸法決めすること
ができる。例えば、示されているように、フラップ１０６は、特にフラップ１０６が位置
するブラケット１０２の縦方向の位置において、ブラケット１０２の横幅よりも大きい長
さを有することができる。
【０１５４】
　フラップを備えている本開示のシステムについての付加的な例示的実施形態が、ここで
図１９～２５に関して述べられる。図１９～２５は、本開示の様々なシステム、ブラケッ
ト、及びフラップを示しており、図中、類似の数字は、類似の要素を表している。図１９
～２５のフラップは、図１～４に関して上述されたフラップ１０６と同一の要素、特徴、
及び機能の多くを共有する。図１～４に例示される実施形態の機構及び要素（及び、この
ような機構及び要素の代替）を更に完全に説明するために、図１９～２５に伴う上記の説
明を参照する。図１～４に関する上述の特徴のいずれかを、図１９～２５の実施形態に適
用してもよく、その逆も同様である。
【０１５５】
　図１９は、本開示の別の実施形態に従うシステム６００を示している。システム６００
は、フラップ６０６とともに、基部６１０を備えているブラケット６０２と、基部被覆材
６０４と、図１～４のものに実質的に同様の剥離ライナー６０１とを含んでいる。フラッ
プ６０６は、フラップ６０６の固定端６７０の第２の面６７８が、基部６１０と基部被覆
材６０４との間に連結するよりむしろ、基部６１０の第１主面６１２に連結されているこ
とを除いて、図１～４のフラップ１０６と実質的に同一である。上述の連結手段のうちの
任意のものが、フラップ６０６の固定端６７０を基部６１０の第１主面６１２に連結する
ために用いられることができる。そのような実施形態において、示されているように、剥
離ライナー６７９は、フラップ１０６の固定端１７０の終点にずっと連結されていること
ができる。
【０１５６】
　図２０は、本開示の別の実施形態に従うシステム７００を示している。システム７００
は、フラップ７０６とともに、基部７１０を備えているブラケット７０２と、基部被覆材
７０４と、図１～４のものと実質的に同様の剥離ライナー７０１とを含んでいる。フラッ
プ７０６は、フラップ７０６の固定端７７０が、基部７１０と基部被覆材７０４との間に
連結するよりもむしろ、基部７１０の２つの層７０９の間に連結されている（例えば、挟
まれている）ことを除いて、図１～４のフラップ１０６と実質的に同一である。上述の連
結手段のうちの任意のものが、フラップ７０６の固定端７７０を基部７１０の層７０９の
間に連結するために用いられることができる。
【０１５７】
　図２１は、本開示の別の実施形態に従うシステム８００を示している。システム８００
は、フラップ８０６とともに、基部８１０を備えているブラケット８０２と、基部被覆材
８０４と、図１～４のものと実質的に同様の剥離ライナー８０１とを含んでいる。フラッ
プ８０６は、フラップ８０６の固定端８７０が、基部８１０と基部被覆材８０４との間に
連結するよりむしろ、ブラケット８０２の基部８１０の縁８０３、特に基部８１０（又は
、ブラケット８０２）の第１の側面８２７の縁８０３に連結されていることを除いて、図
１～４のフラップ１０６と実質的に同一である。上述の連結手段のうちの任意のものが、
フラップ８０６の固定端８７０を基部８１０の縁８０３に連結するために用いられること
ができる。
【０１５８】
　図２２は、本開示の別の実施形態に従うシステム９００を示している。システム９００
は、フラップ９０６とともに、基部９１０を備えているブラケット９０２と、基部被覆材
９０４と、図１～４のものと実質的に同様の剥離ライナー９０１とを含んでいる。フラッ
プ９０６は、フラップ９０６の固定端９７０（特に、固定端９７０の第２の面９７８）が
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、基部９１０と基部被覆材９０４との間に連結するよりむしろ、基部被覆材９０４の第１
の面９１６に連結されていることを除いて、図１～４のフラップ１０６と実質的に同一で
ある。このように、フラップ９０６は、基部被覆材９０４に連結されている固定端９７０
の部分に隣接して位置するヒンジ（例えば、一体ヒンジ）９７４を含むことができる。上
述の連結手段のうちの任意のものが、フラップ９０６の固定端９７０を基部被覆材９０４
に連結するために用いられることができる。
【０１５９】
　図２３は、本開示の別の実施形態に従うシステム１０００を示している。システム１０
００は、基部１０１０を備えているブラケット１００２と、基部被覆材１００４と、２つ
のフラップ１００６とを含んでいる。２つのフラップ１００６は、単に例として、それぞ
れ、ブラケット１００２の基部１０１０と基部被覆材１００４との間に連結されている固
定端１０７０を含んでおり、フラップ１００６は、フラップ１００６の自由端１０７２が
それらの各々の第２の位置Ｐ２’に配置されたとき（破線で示されている）、フラップ１
００６同士は、安全を付加するために、互いに重畳、交差、又は横断するように構成され
ている。
【０１６０】
　ブラケット１００２は、ブラケット１００２が、単に例として、ポストを有していない
ことを除いて、図１～６のブラケット１０２のものと実質的に同一である。しかし、フラ
ップ１００６及びブラケット１００２は、フラップ１００６同士が互いに重畳、交差及び
／又は横断することができ、それでもブラケット１０２のポスト１２０に対応することが
できるように構成することができることが理解されなければならない。
【０１６１】
　フラップ１００６の固定端１０７０は、ブラケット１００２と基部被覆材１００４との
間で、ブラケット１００２の基部１０１０の同一の縦方向位置において連結されているよ
うに示されているが、フラップ１００６の固定端１０７０は、その代わりに、互いに異な
る縦方向位置にあることができることが理解されなければならない。
【０１６２】
　図２４は、本開示の別の実施形態に従うシステム１１００を示している。システム１１
００は、基部１１１０を備えているブラケット１１０２と、基部被覆材１１０４と、２つ
のフラップ１１０６とを含んでいる。ブラケット１１０２は、図７～９のブラケット２０
２のものと実質的に同一であり、２つのポスト１１２０と、第１のアーム１１３０Ａと、
第２のアーム１１３０Ｂとを含んでいる。
【０１６３】
　フラップ１１０６は、それぞれ、固定端１１７０と自由端１１７２とを含み、縦軸Ａ１

１対して横方向であるが反対側の方向に延在し、それにより、フラップ１１０６は、それ
らの自由端１１７２がそれらの各々の第２の位置Ｐ２’’（点線で示されている）に在る
ときに互いに横を通り過ぎて延在して、システム１１００に連結されている医療用物品の
横方向の（例えば、左右の）移動の抑制を提供する。フラップ１１０６は、特に第１第２
のアーム１１３０Ｂをそれらの間に収容するために、或る縦方向の距離だけ互いに離間配
置されている。
【０１６４】
　フラップ１１０６は、基部被覆材１１０４によって提供されるフラップの例を表してい
る。具体的には、フラップ１１０６の自由端１１７２は、基部被覆材１１０４の拡張部で
あり、フラップ１１０６の一部分は、基部被覆材１１０４の残部から穿孔されることによ
り（例えば、穿孔１１８１に沿って）、フラップ１１０６が、患者の皮膚から基部被覆材
１１０４の残部部分の付着を壊すことなく基部被覆材１１０４の残部から離れるようにそ
れぞれが剥がされることを可能にする。一部の実施形態において、引き剥がされるフラッ
プ１１０６の部分の領域における被覆材１１０４の第２の（例えば、底）面１１１８は、
いかなる皮膚接触用接着剤も伴わない状態にあることができる。
【０１６５】
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　フラップ１１０６の自由端１１７２は、基部被覆材１１０４の外縁を過ぎて外へ延在し
ているように示されているが、そうである必要がないことが理解されなければならない。
むしろ、一部の実施形態において、自由端１１７２は、単に創傷被覆材１１０４の外縁部
分であることができ、フラップ１１０６は、フラップ１１０６が基部被覆材１１０４の残
部から引き剥がされるときに形成することができる。
【０１６６】
　ブラケット１１０２は、２つのアーム１１３０Ａ及び１１３０Ｂを含み、図７～９のブ
ラケット２０２と実質的に類似しているように単に例として示されているが、図２４に示
されているフラップ構成は、その代わりに本開示の任意の他のブラケットによって使用す
ることができ、２つ未満又は２つを越えるフラップを含むことができる。
【０１６７】
　図２５は、本開示の別の実施形態に従うシステム１２００を示している。システム１２
００は、基部１２１０及びアーム１２３０を備えているブラケット１２０２と、基部被覆
材１２０４と、２つのフラップ１２０６とを含んでいる。ブラケット１２０２は、基部１
２１０が、付加的なフラップ１２０６を固定するための付加表面積を提供するために、ア
ーム１２３０から近位側に延長させられていることを除いて、図１～６のブラケット１０
２のものと実質的に同一である。
【０１６８】
　２つのフラップ１２０６は、それぞれ、単に例として、ブラケット１２０２の基部１２
１０と基部被覆材１２０４との間に連結されている固定端１２７０を含み、フラップ１２
０６は、ブラケット１２０２のアーム１２３０を間に収容するために縦方向の距離だけ離
間配置されており、それにより、フラップ１２０６の自由端１２７２がそれらの各々の第
２の位置Ｐ２’’’に配置されているとき（破線で示されている）、アーム１２３０はフ
ラップ１２０６の間に位置する。
【０１６９】
　フラップ１２０６は、同一方向にブラケット１２０２を横断して横方向に延在している
と示されているが、フラップ１２０６は、その代わりに互いに対向、重畳、及び／又は十
文交差などすることができることが理解されなければならない。
【０１７０】
　（インディシア）
　上記のように、本開示は、対象の医療用物品の表示（例えば、視覚表示）を含む本開示
の医療用物品固定システムと共に使用するためのインディシアを提供することができ、そ
れにより、インディシアは、医療用物品の全体的な形状、外観及び／又は構成を模倣する
ことにより、視覚的手掛かりを医療用物品を医療用物品固定システムに連結する方法に提
供する。そのようなインディシアは、システムを患者に適用して医療用物品をシステムに
連結するときに本開示のシステムの作業性を向上させることができ、オペレーターエラー
を最小にすることができる。
【０１７１】
　そのようなインディシアは、システムのブラケットに連結することができるか、又はそ
れによって提供することができ、特にブラケットの基部によって連結、又は提供すること
ができる。
【０１７２】
　医療用物品についての表示に加えて、インディシアは、システムが別の装置、構造、又
は患者の身体の部分に対してどのような向きにされるべきかを示すための矢印のような方
向指示を含むことができる。本開示の基部被覆材は、また、そのような方向指示を含むこ
とができる。例えば、図２～４に示されているように、インディシア１０８は、システム
１００（又は、ブラケット１０２）が挿入部位６５に対してどのように配置されるべきか
、又は挿入部位６５は、システム１００が皮膚５０に適用されるときにシステム１００に
対してどこに位置するべきかを表示する方向指示（例えば、矢印）１８５を含んでいる。
すなわち、図２～４に示されている実施形態において、矢印１８５は、使用中、挿入部位
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６５の方を指し示していければならない。
【０１７３】
　インディシアは、医療用物品を表示するために、様々なマーク、図形などを含むことが
できる。例えば、一部の実施形態において、インディシアは、医療用物品の外形、輪郭、
又は周縁の二次元表示を含むことができる。このように、インディシアは、医療用物品に
ついての簡略化された表示であり得るが、インディシアによって提供する医療用物品の戯
画又は表示に基づいて、医療用物品をシステム（例えば、システムのブラケット）に対し
てどのように向けるべきかがユーザーに明確になる。
【０１７４】
　本開示のインディシアに関する付加的な詳細は、同時係属の米国特許出願第６１／６９
５，８９２号（２０１２年８月３１日出願）に見ることができ、それは参照によって本明
細書に援用される。
【０１７５】
　単に例として図１～４に示されているように、インディシア１０８は、医療用物品６０
、特にカテーテルシステムの全体的な形状、外観及び／又は構成を表示するように構成す
ることができる。それにより、図４に示されているように、インディシア１０８は入力カ
テーテル６２を模倣又は表示するように構成された第１の部分１８６と、カテーテルハブ
６４を模倣又は表示するように構成された第２の部分１８８と、出力カテーテル６６を模
倣又は表示するように構成された第３の部分１９０とを含む。具体的には、単に例として
、インディシア１０８は、ポスト１２０に隣接している（例えば、直接隣接している）一
部分（例えば、第２の部分１８８）を含むことにより、カテーテルハブ６４が、ポスト１
２０の遠位端１２１に直接隣接して配置されなければならないことを示す。更に、インデ
ィシア１０８の一部分（例えば、第１の部分１８６）がアーム１３０に隣接して、及び／
又はランド１４０の上又は隣接して（例えば、グルーブ１４８に中に）位置することによ
り、入力カテーテル６２が、アーム１３０の下を通して、チャネル１３２の中へ、ランド
１４０の上を越えて、グルーブ１４８の中に渡され（例えば、きちんと嵌められ）なけれ
ばならないことを示す。グルーブ１４８及び／又リッジ１４９だけでなく複数の部分（例
えば、遠位部分１４２及び／又は近位部分１４４）を有するランド１４０を利用するブラ
ケットにおいては、インディシア１０８がランド１４０の一方または両方の部分１４２、
１４４の上又は隣接して、及び／又はグルーブ１４８及び／又はリッジ１４９の上又は隣
接して位置することができることにより、医療用物品６０（又は、その部分）がブラケッ
ト１０２のそれらの部分に対してどのように配置されなければならないかを示す。本開示
のブラケットの任意の他の具体的な特徴も、また、それらの上又は隣接して位置するイン
ディシア１０８の部分を含むことができることにより、それらの具体的な要素又は特徴に
対してどのように医療用物品６０がブラケット１０２に連結されなければならないかを示
す。
【０１７６】
　インディシア１０８における医療用物品６０の単なる表示は、ブラケット１０２に対す
る（及び、システム１００に対する）医療用物品６０の向きを規定するが、上記のように
、一部の実施形態において、インディシア１０８は、矢印（例えば、矢印１８５）などの
ような付加的な方向指示を更に含むことができる。
【０１７７】
　図１～４に示されているように、インディシア１０８は必ずしも医療用物品６０の全体
的な形状と正確に同一ではないが、インディシア１０８は、医療用物品６０を明確に表示
している。このように、一部の実施形態において、インディシア１０８は、様々な医療用
物品に対して、特に、カテーテルシステムなどの所定の型式の医療用物品の範囲内では、
包括的又全般的であり得る。一部の実施形態において、インディシア１０８は、医療用物
品６０と類似のサイズにすることができる。例えば、インディシア１０８と医療用物品６
０とに関して、インディシア１０８の部分１８６、１８８及び１９０は、入力カテーテル
６２に対してサイズ（例えば、直径）がやや類似していること、カテーテルハブ６４に対
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してサイズ（例えば、長さ及ぶ幅）がやや類似していること、及び出力カテーテル６６に
対してサイズ（例えば、直径）がやや類似していることができる。
【０１７８】
　一部の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２に（例えば、直接
的又は間接的に）連結することができる。そのような実施形態においては、インディシア
１０８は、基部１１０の第１主面１１２又は基部１１０の第２主面１１４のいずれかに連
結することができる。
【０１７９】
　一部の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２の内部に組み込ま
れるか及び／又は一体的に形成することができる。図１～４に示されているように、図１
～６の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２の基部１１０と一体
的に形成する（例えば、型成形する、例えば、共押出成形する、又は共射出成型する）こ
とができる。そのような実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２の
基部１１０の高さ全体のどこかに（例えば、第１主面１１２の上面にあるどこかに、第１
主面１１２と第２主面１１４との間にあるどこかに、第２主面１１４の底面にあるどこか
に）提供することができる。単に例として、インディシア１０８は、ブラケット１０２の
基部１１０の第１主面１１２の上に共射出成型するように図１～４に示されている。しか
し、インディシア１０８がその代わり基部１１０の第２主面１１４と型成形するか、又は
本明細書で述べられる任意の他の方法で提供することができることが理解されなければな
らない。
【０１８０】
　一部の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２の基部１１０の少
なくとも隣接した部分とは異なる少なくとも１つの光学特性を有することができることに
より、インディシア１０８が容易に認知及び基部１１０の他の部分と対比することを可能
にする。そのような光学特性は、次のものに限定されないが、色、陰、色相、透明度／半
透明度／不透明度、反射率、光沢又は輝き、屈折率、蛍光、他の好適な光学特性、又はこ
れらの組合せのうちの１つ以上を含むことができる。そのような光学特性は、一般的にヒ
トの裸眼によって視覚的に識別可能であり得る。
【０１８１】
　一部の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２の基部１１０の少
なくとも隣接した部分と同一又は異なる材料（例えば、より高い摩擦係数の摩擦制御材料
）から形成することができる。インディシア１０８が異なる材料から形成するような実施
形態においては、インディシア１０８は、基部１１０の第１主面１１２に提供することが
でき、医療用物品６０がブラケット１０２に連結されているときに、医療用物品６０が基
部１１０の第１主面１１２の上を滑ることを抑制するための「グリップ」又は抵抗を提供
する材料から形成することができる。例えば、一部の実施形態において、インディシア１
０８は、エラストマー材料から形成することができる。このように、一部の実施形態にお
いて、インディシア１０８は、医療用物品６０の縦方向及び／又は横方向の移動を更に抑
制することができる。
【０１８２】
　上記のように、一部の実施形態において、インディシア１０８は、ブラケット１０２、
特に、基部１１０に連結するか、又は組み込まれることができる。そのような「連結する
こと」は、ブラケット１０２と共形成する（例えば、型成形する）ことだけでなく、基部
１１０の表面（例えば、第１主面１１２、又は、例えば、基部１１０が透明である場合に
第２主面１１４）に塗られるか、又は印刷されている様々なペイント、プリント、色素、
染料などを含む。「組み込むこと」は、例えば、適用される表面の中に吸収され得る染料
又はインクを含む。
【０１８３】
　更に、他の実施形態において、インディシア１０８が、例えば、第１主面１１２にエン
ボスされることによって、基部１１０にエンボスされるか、さもなければ成形されること



(39) JP 2015-530154 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

により、容易にその環境から区別できる窪んだ領域を形成してもよい。
【０１８４】
　（医療用物品を医療用物品固定システムに連結する方法）
　図２６Ａ～２８Ｃは、様々な医療用物品をブラケット１０２に連結する方法及び図１～
６の医療用物品固定システム１００を示している。異なるカップリング方法は、本開示の
異なるシステム及びブラケットのために使用することができ、図２６Ａ～２８Ｃで示され
ている方法は、単に説明目的のためだけに含まれている。
【０１８５】
　図２６Ａ～２６Ｃは、単入力カテーテルシステム６０Ａをブラケット１０２及びシステ
ム１００に連結する方法を示しており、図２９Ａ～２９Ｃは、二重入力カテーテルシステ
ム６０Ｂをブラケット１０２及びシステム１００に連結する方法を示しており、図３０Ａ
～３０Ｃは、三重入力カテーテルシステム、すなわち、図１の医療用物品６０をブラケッ
ト１０２及びシステム１００に連結する方法を示している。それにより、図２６Ａ～２８
Ｃは、どのように同一のシステム１００が異なる医療用物品を保持するために用いられる
ことができるかを示している。
【０１８６】
　図２６Ａ～２８Ｃに示されている方法は、特に、医療用物品をブラケット１０２に、例
えば、インディシア１０８及びフラップ１０６を使用して連結することを示している。基
部被覆材１０４は、図２６Ａ～２８Ｃに示されている方法の前に、すでに患者の皮膚に適
用されていることが仮定されなければならない。
【０１８７】
　図２６Ａに示されているように、単入力カテーテルシステム６０Ａは、最初に医療用物
品６０Ａをブラケット１０２対してインディシア１０８によって示されるような向きにす
ることによって、システム１００に連結することができ、それにより、医療用物品の部分
６０Ａは、インディシア１０８の中のそれらの各々の表示の上に整列する。図２６Ｂに示
されているように、方法は、次に、医療用物品６０Ａを基部１１０の第１主面１１２の上
に降ろして配置することと、外面ＳＡ（例えば、カテーテルハブ６４Ａの）をポスト１２
０の遠位端１２１と整列させることとを含むことができ、それにより、面ＳＡは、ポスト
１２０の遠位端１２１に当接し、医療用物品６０Ａの少なくとも一部分（例えば、単入力
カテーテル６２Ａ及び／又はカテーテルハブ６４Ａの拡張部１６５Ａ）は、ポスト１２０
同士の間の第２のチャネル１２５を通過させられる。ポスト１２０に対して外面ＳＡを当
接させることは、医療用物品６０Ａが基部１１０の第１主面１１２の頂上に置かれるとき
に実行することができ、又は、医療用物品６０Ａは、第１主面１１２の上に配置すること
ができ、次に、医療用物品６０Ａは、外面ＳＡがポスト１２０に当接するまで、近位側に
引っ張られることができる。図２６Ｂ及び２８Ｃに示されているように、方法は、単入力
カテーテル６２Ａをアーム１３０の下を通してチャネル１３２の中にすべり込ませること
を更に含むことができる。
【０１８８】
　図２６Ａに示されているように、単に例として、カテーテルハブを表示するインディシ
ア１０８の部分（すなわち、第２の部分１８８）は、基部１１０の第１主面１１２にポス
ト１２０の遠位端１２１に直接隣接して位置することにより、ブラケット１０２に連結す
る医療用物品のカテーテルハブ（例えば、カテーテルハブ６４Ａ）が、ポスト１２０の遠
位端１２１に対して直接当接されなければならないことをユーザーに示す。
【０１８９】
　図２６Ｃに示されているように、方法は、入力カテーテル６２Ａを基部１１０の上のラ
ンド１４０で形成されたグルーブ１４８のうちの１つに配置することを更に含むことがで
きる。図２６Ｃに更に示されているように、方法は、フラップ１０６の自由端１７２をヒ
ンジ１７４の周りに第１の位置Ｐ１（図２６Ａ及び２６Ｂに示されている）からフラップ
１０６が医療用物品６０Ａの上に配置する第２の位置Ｐ２（図２６Ｃに示されている）ま
で移動させることと、フラップ１０６の固定手段を基部被覆材１０４（及び／又はブラケ



(40) JP 2015-530154 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

ット１０２）に連結することとを更に含むことができる。ポスト１２０、アーム１３０、
及びフラップ１０６のために、医療用物品６０Ａは、図２６Ｃに示されているようにシス
テム１００に連結されているときに横方向、縦方向、及び鉛直方向の（例えば、ブラケッ
ト１０２に対する）移動が抑制される。
【０１９０】
　２７Ａに示されているように、二重入力カテーテルシステム６０Ｂは、最初に医療用物
品６０Ｂをブラケット１０２に対してインディシア１０８によって示されるような向きに
することによって、システム１００に連結することができ、それにより、医療用物品６０
Ｂの部分は、インディシア１０８の中のそれらの各々の表示の上に整列する。図２７Ｂに
示されているように、方法は、次に、医療用物品６０Ｂを基部１１０の第１主面１１２の
上に降ろして配置することと、外面ＳＢ（例えば、カテーテルハブ６４Ｂの）をポスト１
２０の遠位端１２１と整列させることとを含むことができ、それにより、面ＳＢは、ポス
ト１２０の遠位端１２１に当接し、医療用物品６０Ｂの少なくとも一部分（例えば、二入
力カテーテル６２Ｂ及び／又はカテーテルハブ６４Ｂの拡張部（示されていない））は、
ポスト１２０同士の間の第２のチャネル１２５を通過させられる。医療用物品６０Ｂが基
部１１０の第１主面１１２の頂上に置かれるように、ポスト１２０に対して外面ＳＢを当
接することが実行することができ、医療用物品６０Ｂが第１主面１１２の上に配置するこ
とができ、次に、外面ＳＢがポスト１２０に当接するまで、医療用物品６０Ｂが近位側に
引かれることができる。図２７Ｂ及び２７Ｃに示されているように、方法は、入力カテー
テル６２Ｂをアーム１３０の下を通してチャネル１３２の中にすべり込ませることを更に
含むことができる。図２７Ｃに示されているように、方法は、入力カテーテル６２Ｂの各
々を基部１１０の上のランド１４０に形成するグルーブ１４８のうちの１つの中に配置す
ることを更に含むことができる。単に例として、インディシア１０８の部分（例えば、第
１の部分１８６、図２７Ａを参照）が、アーム１３０の下を通過してグルーブ１４８の中
に提供することにより、入力カテーテル６２Ａがアーム１３０の下を通されてチャネル３
２に中に配置されなければならず、更にグルーブ１４８の中に配置されなければならない
視覚的手掛かりをユーザーに提供する。
【０１９１】
　図２７Ｃに更に示されているように、方法は、フラップ１０６の自由端１７２をヒンジ
１７４の周りに第１の位置Ｐ１（図２７Ａ及び２７Ｂに示されている）からフラップ１０
６が医療用物品６０Ａの上に配置する第２の位置Ｐ２（図２７Ｃに示されている）まで移
動させることと、フラップ１０６の固定手段を基部被覆材１０４（及び／又はブラケット
１０２）に連結することとを更に含むことができる。ポスト１２０、アーム１３０、及び
フラップ１０６のために、医療用物品６０Ａは、図２７Ｃに示されているようにシステム
１００に連結されているときに横方向、縦方向、及び鉛直方向の（例えば、ブラケット１
０２に対する）移動が抑制する。
【０１９２】
　図２８Ａに示されているように、三重入力カテーテルシステム６０は、最初に、医療用
物品６０をブラケット１０２に対してインディシア１０８によって示されるような向きに
することによって、システム１００に連結することができ、それにより、医療用物品６０
の部分は、インディシア１０８におけるそれらの各々の表示の上に整列する。図２８Ｂに
示されているように、方法は、次に、医療用物品６０を基部１１０の第１主面１１２の上
に降ろして配置することと、外面Ｓ（例えば、カテーテルハブ６４の）をポスト１２０の
遠位端１２１と整列させることとを含むことができ、それにより、表面Ｓは、ポスト１２
０の遠位端１２１に当接し、それにより、医療用物品６０の少なくとも一部分（例えば、
利用する場合、中央入力カテーテル６２、及び／又はカテーテルハブ６４の拡張部１６５
のような三入力カテーテル６２のうちの少なくとも１つ）のうちの少なくとも１つ）が、
ポスト１２０の間の第２の溝１２５を通して通過させられる。ポスト１２０に対して外面
Ｓを当接することは、医療用物品６０が基部１１０の第１主面１１２の上に置かれるとき
に実行することができるか、または、医療用物品６０は第１主面１１２に配置することが
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でき、次に医療用物品６０は外面Ｓがポスト１２０に当接するまで近位側に引かれること
ができる。図２８Ｂ及び２８Ｃに示されているように、方法は、入力カテーテル６２をア
ーム１３０の下を通してチャネル１３２の中にすべり込ませることを更に含むことができ
る。図２８Ｃに示されているように、方法は、入力カテーテル６２の各々を基部１１０の
上のランド１４０に形成するグルーブ１４８のうちの１つの中に配置することを更に含む
ことができる。図２８Ｃに更に示されているように、方法は、フラップ１０６の自由端１
７２をヒンジ１７４の周りに第１の位置Ｐ１（図２８Ａ及び２８Ｂに示されている）から
フラップ１０６が医療用物品６０Ａの上に配置する第２の位置Ｐ２（図２８Ｃに示されて
いる）まで移動させることと、フラップ１０６の固定手段を基部被覆材１０４（及び／又
はブラケット１０２）に連結することとを更に含むことができる。ポスト１２０、アーム
１３０、及びフラップ１０６のために、医療用物品６０は、図２８Ｃに示されているよう
にシステム１００に連結されているときに横方向、縦方向、及び鉛直方向の（例えば、ブ
ラケット１０２に対する）移動が抑制する。
【０１９３】
　ブラケットが複数のアーム１３０を含む実施形態において、上記の方法は、例えば、順
番に入力カテーテル６２Ａ、６２Ｂ、６２を複数のアーム１３０のそれぞれの下に移動さ
せることによって修正することができる。更に、ポスト１２０、アーム１３０、フラップ
１０６及び／又はインディシア１０８のうちの一つ以上を利用しない実施形態において、
上記の方法は、省略された要素に関する工程を除くように修正することができる。更に、
複数のフラップ１０６を使用する実施形態において、それぞれのフラップ１０６の自由端
は、単にその各々の第１の位置からその各々の第２の位置まで（例えば、連続して）動か
されることにより、医療用物品６０Ａ、６０Ｂ、６０をシステム１００に更に固定するこ
とができる。
【０１９４】
　図に示されているそれぞれの実施形態は、本開示のアプリケータの様々な特徴を明瞭に
示すために別個の実施形態として示されている。しかし、図に示され、本明細書で述べら
れる実施形態のうちの任意のものについての要素及び特徴の任意の組合せは、本開示のア
プリケータにおいて使用することができる。
【０１９５】
　以下の実施形態は、本開示を例示するものであって限定するものではないことが意図さ
れる。
【０１９６】
　実施形態
　１．医療用物品を固定するための医療用物品固定システムであって、前記システムは、
　前記医療用物品の少なくとも一部分を保持するように構成されているブラケットであっ
て、
　縦軸及び第１主面を有する基部と、
　前記基部に連結され、前記基部の第１主面と概ね平行に延在するアームであって、前記
医療用物品の少なくとも一部分を受容するように寸法決めされたチャネルを前記アームの
下に画定するために前記基部の第１主面から離間して配置されており、前記アームが片持
ち状になるように固定端及び自由端を含んでおり、かつ前記医療用物品が前記ブラケット
に連結されているとき少なくとも前記基部の第１主面に概ね垂直な方向における前記医療
用物品の移動を抑制するように構成されているアームと、を備えているブラケットと、
　フラップと、を備えており、前記フラップは、
　固定端と、
　前記フラップが前記ブラケットの上に配置されない第１の位置と、前記フラップの少な
くとも一部分が前記ブラケットの上に配置することによって前記ブラケットに対する前記
医療用物品の移動を更に抑制する第２の位置と、の間で前記ブラケットに対して移動可能
な自由端と、を含んでおり、前記フラップの固定端は、前記ブラケットに連結されている
、システム。
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　２．前記アームは、前記基部に対して固定されている、実施形態１に記載のシステム。
　３．前記アームは、前記基部と一体的に形成されている、実施形態１又は２に記載のシ
ステム。
　４．前記アームは、前記基部に直接的に連結されている、実施形態１～３のうちのいず
れかに記載のシステム。
　５．前記アームは、前記基部の遠位端に向かって位置する、実施形態１～４のうちのい
ずれかに記載のシステム。
　６．前記ブラケットは、前記フラップに対して剛性を有し、前記フラップは、前記ブラ
ケットに対して可撓性を有する、実施形態１～５のうちのいずれかに記載のシステム。
　７．前記チャネルは、第１のチャネルを含み、前記フラップは、前記フラップの自由端
が第２の位置に在るときに第２のチャネルをその下に画定する、実施形態１～６のうちの
いずれかに記載のシステム。
　８．前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルは、前記縦軸と概ね平行に方向付けら
れる、実施形態７に記載のシステム。
　９．前記フラップは、少なくとも前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに
前記基部の縦軸に対してゼロ以外かつ非直角の角度に方向付けられる、実施形態１～８の
うちのいずれかに記載のシステム。
　１０．前記アームは、前記基部の縦軸と概ね平行に延在する、実施形態１～９のうちの
いずれかに記載のシステム。
　１１．前記アームは、前記基部の縦軸に対して概ね横方向に延在する、実施形態１～９
のうちのいずれかに記載のシステム。
　１２．前記フラップは、前記ブラケットの基部の縦軸に対して実質的に横方向に方向付
けられる、実施形態１～１１のうちのいずれかに記載のシステム。
　１３．前記フラップは、前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記基部
の縦軸を横断して延在する、実施形態１～１２のうちのいずれかに記載のシステム。
　１４．前記フラップは、少なくとも前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るとき
に前記基部の縦軸に対して概ね垂直に方向付けられる、実施形態１～１３のうちのいずれ
かに記載のシステム。
　１５．前記アームは、第１の方向における前記医療用物品の横方向の移動を抑制するよ
うに構成され、前記フラップは、前記第１の方向と反対の第２の方向における前記医療用
物品の横方向の移動を抑制するように構成されている、実施形態１～１４のうちのいずれ
かに記載のシステム。
　１６．前記アームは、前記医療用物品が前記システムに連結されているときに前記基部
の縦軸に対する第１の横方向における前記医療用物品の移動を抑制するように構成され、
前記フラップは、前記第１の方向と異なる第２の横方向における前記医療用物品の移動を
抑制するように構成されている、実施形態１～１５のうちのいずれかに記載のシステム。
　１７．前記第２の横方向は、前記第１の横方向と反対である、実施形態１６に記載のシ
ステム。
　１８．前記アーム及び前記フラップのそれぞれは、前記ブラケットの基部の実質的に垂
直な方向における前記医療用物品の移動を抑制するようにさらに構成されている、実施形
態１６又は１７に記載のシステム。
　１９．前記アーム及び前記フラップは、前記基部に概ね垂直な方向における前記医療用
物品の移動を一緒に抑制する、実施形態１～１８のうちのいずれかに記載のシステム。
　２０．前記アームは、固定端と自由端とを有しており、前記アームは、固定端を前記基
部の第１の側面に固定端を有しており、前記フラップは、前記アームと前記フラップが互
いに対向するように、前記第１の側面の反対側の第２の側面に固定端を有している、実施
形態１～１９のうちのいずれかに記載のシステム。
　２１．前記アーム及び前記フラップは、前記医療用物品の横方向の移動をさらに抑制す
る、実施形態１～２０のうちのいずれかに記載のシステム。
　２２．前記医療用物品は、前記医療用物品が前記ブラケットに連結されているときに前
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記基部の縦軸と概ね平行に方向付けられる縦軸を有する、実施形態１～２１のうちのいず
れかに記載のシステム。
　２３．前記アームは、前記基部と少なくとも部分的に重畳する関係で配置されている、
実施形態１～２２のうちのいずれかに記載のシステム。
　２４．前記アームの下に画定されている前記チャネルは、前記基部の縦軸と概ね平行に
方向付けられる、実施形態１～２３のうちのいずれかに記載のシステム。
　２５．前記ブラケットは、前記基部に連結されるとともに前記基部から上方へ前記基部
の第１主面に対して概ね垂直な方向に延在するポストを更に備えており、前記ポストは、
前記医療用物品が前記医療用物品固定システムに連結されているときに前記医療用物品の
少なくとも縦方向の移動を抑制するように配置されている、実施形態１～２１のうちのい
ずれかに記載のシステム。
　２６．前記アーム及び前記ポストは、前記基部に対して固定されている、実施形態２５
に記載のシステム。
　２７．前記ポストは、半径方向に延在する突起がない、実施形態２５又は２６に記載の
システム。
　２８．前記ポストの遠位端は、前記医療用物品の外面に当接するように構成されている
、実施形態２５～２７のうちのいずれかに記載のシステム。
　２９．前記アームの固定端は、前記ポストの遠位端を越えてさらに遠位側に位置するこ
とはない、実施形態２５～２８のうちのいずれかに記載のシステム。
　３０．前記ポストは、片持ち状のアームの台座を提供する、実施形態２５～２９のうち
のいずれかに記載のシステム。
　３１．前記フラップは、前記フラップが前記第２の位置に在るときに前記フラップが前
記ポストと前記アームとの間に配置されるように構成されている、実施形態２５～３０の
うちのいずれかに記載のシステム。
　３２．前記ポストは、複数のポストのうちの１つであり、前記複数のポストは、前記医
療用物品が前記ブラケットに連結されているときに前記医療用物品の外面に当接して前記
医療用物品の少なくとも縦方向の移動を抑制するように一緒に構成されている、実施形態
２５～３１のうちのいずれかに記載のシステム。
　３３．前記医療用物品は、前記医療用物品が前記ブラケットに連結されているときに前
記基部の縦軸と概ね平行に方向付けられる縦軸を有する、実施形態２５～３２のうちのい
ずれかに記載のシステム。
　３４．前記医療用物品は、カテーテルハブとカテーテルとを備えているカテーテルシス
テムを含み、前記アームによって画定された前記チャネルは、前記カテーテルを受容する
ように寸法決めされる、実施形態１～３３のうちのいずれかに記載のシステム。
　３５．前記医療用物品は、カテーテルハブとカテーテルとを備えているカテーテルシス
テムを含み、前記アームによって画定された前記チャネルは、カテーテルを受容するよう
に寸法決めされ、前記ポストは、前記カテーテルハブの縦方向近位端に当接するように構
成されている、実施形態２５～３３のうちのいずれかに記載のシステム。
　３６．それぞれのポストは、遠位端を含み、前記ポストの遠位端は、前記カテーテルシ
ステムが前記ブラケットに連結されているときに前記カテーテルハブのための縦方向の止
め具を画定することにより、前記カテーテルハブの近位への移動を抑制する、実施形態３
５に記載のシステム。
　３７．前記チャネルは、第１のチャネルであり、前記ポストは、複数のポストのうちの
１つであり、前記複数のポストのそれぞれは、隣接したポストからのある横方向距離だけ
分離されていることにより、第２のチャネルをその間に画定し、前記第２のチャネルは、
前記縦軸と概ね平行な向きにされ、前記医療用物品の少なくとも一部分を受容するように
寸法決めされる、実施形態２５～３６のうちのいずれかに記載のシステム。
　３８．前記第２のチャネルは、上方に開いている、実施形態３７に記載のシステム。
　３９．前記第２のチャネルは、前記基部の第１主面に隣接した閉じた底端と、開いた上
端とを有する、実施形態３７又は３８に記載のシステム。
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　４０．前記アームは、複数のアームのうちの１つである、実施形態１～３９のうちのい
ずれかに記載のシステム。
　４１．前記複数のアームのそれぞれは、隣接したアームからある縦方向距離だけ分離さ
れている、実施形態４０に記載のシステム。
　４２．前記複数のアームと前記フラップとは、前記医療用物品の横方向の移動を一緒に
抑制する、実施形態４０又は４１に記載のシステム。
　４３．それぞれのアームは、固定端と自由端とを有し、第１のアームは、その固定端を
前記基部の第１の側面に有し、第２のアームは、その固定端を前記第１の側面の反対側の
第２の側面に有し、それにより、前記第１のアームと前記第２のアームとは、互いに対向
する、実施形態４０～４２のうちのいずれかに記載のシステム。
　４４．前記第１のアームと前記第２のアームとは、前記医療用物品の横方向の移動を一
緒に抑制する、実施形態４３に記載のシステム。
　４５．前記アーム及び前記フラップは、前記医療用物品が前記ブラケットに連結されて
いるときに前記医療用物品が前記基部の縦軸についての概ね中心にあるように配列されて
いる、実施形態１～４４のうちのいずれかに記載のシステム。
　４６．前記フラップは、前記医療用物品が前記システムに連結されているときに前記医
療用物品の少なくとも鉛直方向の移動を抑制するように構成されている、実施形態１～４
５のうちのいずれかに記載のシステム。
　４７．前記フラップは、前記医療用物品が前記システムに連結されているときに前記医
療用物品の横方向の移動を抑制するように更に構成されている、実施形態１～４６のうち
のいずれかに記載のシステム。
　４８．前記フラップは、ファブリック、織布網、不織布網、ニット、ポリマー膜、エラ
ストマー、これらの組合せ、又は上記の任意のものを備えているラミネート構造のうちの
少なくとも１つから形成されている、実施形態１～４７のうちのいずれかに記載のシステ
ム。
　４９．前記フラップは、複数のフラップのうちの１つであり、前記複数のフラップは、
前記医療用物品の少なくとも鉛直方向の移動を一緒に抑制する、実施形態１～４８のうち
のいずれかに記載のシステム。
　５０．前記複数のフラップのそれぞれは、隣接したフラップからある縦方向距離だけ分
離されている、実施形態４９に記載のシステム。
　５１．前記複数のフラップのうちの少なくとも２つは、互いに重畳又は交差する、実施
形態４９又は５０に記載のシステム。
　５２．前記フラップは、ヒンジを含み、前記フラップの自由端が前記ヒンジの周りを回
転して前記第１の位置と前記第２の位置との間で移動することができる、実施形態１～５
１のうちのいずれかに記載のシステム。
　５３．前記ヒンジは、前記ブラケットの側縁に隣接して位置する、実施形態５２に記載
のシステム。
　５４．前記フラップは、前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記ブラ
ケットと重畳する関係で配置される、実施形態１～５３のうちのいずれかに記載のシステ
ム。
　５５．第１の面と、前記第１の面の反対側の第２の面と、を有する基部被覆材を更に備
えており、前記第２の面は、皮膚接触用接着剤を備えており、前記ブラケット及び前記フ
ラップは、前記基部被覆材の第１の面に連結されている、実施形態１～５４のうちのいず
れかに記載のシステム。
　５６．前記フラップの固定端は、前記基部被覆材と前記ブラケットとの間に連結されて
いる、実施形態５５に記載のシステム。
　５７．前記フラップの固定端は、前記基部被覆材によって提供されている、実施形態５
５又は５６に記載のシステム。
　５８．少なくとも前記フラップの自由端は、固定手段を含む、実施形態１～５７のうち
のいずれかに記載のシステム。
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　５９．前記フラップは、第１の面と、前記第１の面の反対側の第２の面とを含み、前記
第１の面は、前記医療用物品に面するように構成されることにより、前記フラップの自由
端が前記第２の位置に在るときに前記フラップの自由端の前記第１の面は、前記医療用物
品に面し、前記第２の面は、前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記ブ
ラケットから離れる方に面するように構成され、前記フラップの第１の面の少なくとも一
部分は、固定手段を含む、実施形態１～５８のうちのいずれかに記載のシステム。
　６０．前記フラップの固定端の前記第２の面は、前記ブラケットの基部の前記第１主面
に連結されている、実施形態５９に記載のシステム。
　６１．前記固定手段は、接着剤、面ファスナー、又はそれらの組合せのうちの少なくと
も１つを含む、実施形態５８～６０のうちのいずれかに記載のシステム。
　６２．前記フラップは、前記フラップの自由端が前記第２の位置に在るときに前記フラ
ップが前記ブラケットを横断して延在する方向においてブラケットよりも長くなるように
寸法決めされる、実施形態１～６１のうちのいずれかに記載のシステム。
　６３．前記ブラケットは横幅を含み、前記フラップは、前記フラップの自由端が前記第
２の位置に在るときに前記ブラケットの横幅を横断して延在するように配置されることに
よって前記フラップは、前記ブラケットの横幅よりも大きい長さを有する、実施形態１～
６２のうちのいずれかに記載のシステム。
【０１９７】
　上述され図面に示した実施形態は、あくまで一例として示したものであり、本開示の概
念及び原理に対する限定を意図したものではない。したがって、各要素並びにその構成及
び配置に対して、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく様々な変更を行うことがで
きることが、当業者に認識されるであろう。
【０１９８】
　本明細書で引用された全ての参考文献及び出版物の全体が、参照事項として、明確に本
開示に包含される。
【０１９９】
　本開示の様々な特徴及び態様が以下の特許請求の範囲において記載される。
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